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は じ め に 
 
 
 

現在、むつ市の高齢者人口は１万８，５００人を超え、

高齢化率は約３５％となり、また令和７年には団塊の世

代が７５歳をむかえ、今後高齢化は益々進行することが

予想されております。そのため人口構造の変化や、高齢

化に伴う要介護認定者の増加に対応した適正な介護保険

制度の運営、高齢者を支える体制づくりを強化していく

必要があります。 

このような状況を踏まえ、令和６年度から令和８年度までを計画期間とする

「むつ市第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定いたしました。 

 

本計画では、「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる、ふれあ

いと支え合いの地域づくり」を基本理念とし、地域包括ケアシステムの深化・推

進、生活支援サービスと介護者支援サービスの充実、認知症高齢者支援の充実、

安全安心な地域と福祉のまちづくりの推進及び健康で生きがいのある生活の実現

等の施策を重点的に進めていきたいと考えております。 

また、新事業といたしまして、老人憩の家の環境を整備することで、あたまも、

からだも、健康になり、高齢者の生きがいとなる集いの場を提供する「高齢者の

集いの場づくり」や認知症サポーターが中心となって認知症の人やその家族の身

近な困りごとをサポートし地域の自主的な活動を行う「チームの立ち上げと活動

支援」を行うこととしています。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重な御意見と御審議をいただきました「む

つ市介護保険事業計画等策定委員会」委員の皆様をはじめ、関係者各位に心から

感謝を申し上げますとともに、本計画の実施について、市民の皆様のなお一層の

御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

令和６年３月 

 

むつ市長 山 本 知 也 
 



 

 

 
 
 

（白   紙） 
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第１章 総 論 

第１節 計画策定の趣旨 
 

全国的に人口減少・少子高齢化が進行する中、むつ市（以下、「本市」という。）においても、

令和5年10月1日現在の総人口52,951人のうち、高齢者人口は18,545人と高齢化率は

35.0％まで上昇しています。今後も高齢化は進行し、第9期計画期間中も高齢化率は上昇が

続く見込みとなっています。 

こうした中、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして平成12年に創設された介護保

険制度は、高齢者の介護になくてはならない共助の仕組みとして定着、発展しています。この間、

人口減少、少子高齢化、核家族化の進行による人口構造の変化、ICTサービス・技術の急速

な進化などによる社会構造の変化、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、8050問題、ダブ

ルケア、ヤングケアラーをはじめとする多様化・複雑化した問題を抱える世帯の増加など、高齢

者や介護保険制度を取り巻く環境は大きく変化しています。 

このことから、今後は高齢化や社会環境の変化に対応する制度運営が必要となります。さら

に団塊の世代が後期高齢者となる令和７年に加え、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和

22年にも対応した中長期的な視点をもった持続可能な制度運営が求められています。 

また、国においては、地域社会全体のあり方として、制度・分野の枠や、「支える側」「支え

られる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがい

や役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会の実現」を目指し

ています。 

上記のことを踏まえ、地域住民で支え合い、助け合いながら暮らしていくことのできる、地域

共生社会の実現を目指すとともに、「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進に向けて、

新たに令和6年度を初年度とする「むつ市第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（以

下、「本計画」という。）を策定します。 
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第２節 計画の位置づけ等 
 

１ 計画策定の目的 

本計画は、高齢者の自立を支援し、高齢者が尊厳を持って、住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを最期まで続けるために、市の高齢者福祉施策及び介護保険のサービス提供体制の

整備、円滑な制度運営における基本的な考え方や目標を定め、その実現に向けた施策を体

系的に整理するとともに、取組の方向性を明らかにすることを目的としています。 

本計画においては、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22年度やそれ以降の将来に

わたって持続可能な制度運営となるよう、中長期的な視点をもって施策展開を図ります。 
 
 
 

２ 計画の性格・位置づけ 

本市の「むつ市総合経営計画」において、「笑顔かがやく 希望のまち むつ」を将来

像に、高齢者福祉の充実に向けて、“高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けら

れる、ふれあいと支え合いの地域”を目指す姿として取り組んでいます。 

本計画は、本市の最上位計画である「むつ市総合経営計画」や福祉分野の上位計画とな

る「むつ市地域福祉計画」、その他の個別計画である「障がい者計画・障がい福祉計画・障

がい児福祉計画」など、関連する計画の施策・事業との整合性を図り、老人福祉法に基づく

老人福祉計画、介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体のものとして策定します。 
 

○ 高齢者福祉計画 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第20条の8の規定に基づき、老人福祉計画を基

本に、他の法律に基づく65歳以上を対象とした保健事業 、その他の高齢者支援に関

わる事業を網羅したものです。 

○ 介護保険事業計画 

介護保険事業計画は、介護保険法第117条において策定が義務づけられており、

介護保険の給付等対象サービスの種類や各サービス量の見込みを定めるとともに、

介護保険事業に関わる保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項を定め

るものです。 
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図表1-1 本計画と他の計画との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 計画期間及び見直しの時期 

計画期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 

なお、計画の基礎となる人口等については、介護保険制度改正の基本的な考えとの整合

を確保するため団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22年度までの推計を行い、3年間の

取組として、介護保険サービス量（目標量）等の設定を行います。 
 

図表1-2 計画の期間 
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４ 計画策定体制 

本計画の策定にあたっては、計画の法的な位置づけや国、県の動向を踏まえつつ、次のよ

うに計画策定を進めました。 
 

○ むつ市介護保険事業計画等策定委員会による協議 

本計画の策定にあたり、地域特性に応じた計画とするために、各分野の関係者により構

成する「むつ市介護保険事業計画等策定委員会」（以下、「策定委員会」という。）による

協議を行いました。 

○ 住民アンケート・事業所アンケートの実施 

地域の実態や課題、住民ニーズなどを的確に把握するため、在宅の高齢者及び要介護

認定者、介護者を対象に、本計画策定に向けてのご意見をお聴かせいただくために令和

4年12月に「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、令和5年7月に「在宅介護実態調査」

を行いました。 

また、地域が目指すビジョンに向けたサービス提供体制のあり方を検討するため、地域

の実態を把握する目的で令和5年3月に「在宅生活改善調査」、「居所変更実態調査」、

「介護人材実態調査」を行いました。 

○ 住民意見の公募（パブリックコメント） 

計画の策定内容に関して、市内の住民に広く周知を図るとともに、住民の皆さまからご意

見をいただくため、令和5年12月25日から令和6年1月24日まで意見公募（パブリックコメ

ント）を実施しました。 

○ 関係機関との連携 

本計画の策定にあたっては、県との調整を行いました。 
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第２章 高齢者を取り巻く現状と課題 

第１節 本市の概況 

 

１ 人口・世帯の推移 

（１）国勢調査による人口・世帯推移 

平成7年以降の国勢調査における本市の総人口は減少傾向にあり、令和2年には

54,103人、平成22年からの10年間で6,963人（年平均約696人）減少しています。 

一方、世帯数は令和2年で23,996世帯と減少しており、1世帯あたりの人員について

も2.3人と核家族化、小家族化が進んでいることがうかがえます。 
 

図表2-1 人口・世帯の推移（平成7年～令和2年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人・世帯・％） 

区     分 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

総人口 67,969 67,022 64,052 61,066 58,493 54,103 

3
区
分
別 

15歳未満 12,166 10,593 9,408 8,190 7,007 5,714 

15～64歳 45,058 43,746 40,373 37,140 33,885 29,283 

65歳以上 10,745 12,683 14,271 15,414 17,326 18,249 

一般世帯数 23,209 24,346 24,416 24,721 24,391 23,996 

1世帯あたり人員 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 

高齢化率 15.8 18.9 22.3 25.2 29.6 33.7 

※ 総人口は、年齢別人口に年齢不詳人口を含めた合計となっています。      資料：国勢調査 
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（２）住民基本台帳による人口推移 

住民基本台帳における本市の令和5年10月1日現在の総人口は52,951人となってい

ます。総人口は減少が続いており、平成30年から令和5年にかけて5,194人（8.9％）減少

しています。 

また、年代別の推移をみると、高齢者の人口は令和3年をピークに減少局面に入っていま

す。高齢者人口は減少局面に入っていますが、総人口の減少のほうが大きいため高齢化率

は年々上昇しており、令和5年10月1日現在の高齢化率は35.0％、高齢者人口（65歳以

上）は18,545人となっています。 
 

図表2-2 総人口の推移（平成30年～令和5年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人・％） 

区     分 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

総人口 58,145 56,978 56,158 55,174 54,180 52,951 

 0～14歳（年少人口） 6,443 6,140 5,901 5,654 5,415 5,134 

 構成比 11.1 10.8 10.5 10.2 10.0 9.7 

 15～39歳（生産年齢人口） 13,537 12,948 12,544 12,145 11,733 11,283 

 構成比 23.3 22.7 22.3 22.0 21.7 21.3 

 40～64歳（生産年齢人口） 19,664 19,234 18,952 18,614 18,385 17,989 

 構成比 33.8 33.8 33.7 33.7 33.9 34.0 

 65歳以上（老年人口） 18,501 18,656 18,761 18,761 18,647 18,545 

 構成比 31.8 32.7 33.4 34.0 34.4 35.0 

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位で表記しており、各比率の合計が100.0％
とならない場合があります。           資料：住民基本台帳（各年10月1日現在） 
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２ 産業構造・就業者数 

本市は、商業・サービス業の第3次産業を中心とした消費都市的な性格を有し、第1次産業は、

地勢的条件から、農・林・水産のすべてが存在するという特性を持っています。 

なお、国勢調査による本市（全体）の産業別（3区分）就業人口は、次のとおり各産業ともに減

少しています。 
 

図表2-3 産業構造（平成12年～令和2年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、65歳以上の就業者数は増加しており、令和2年では就業者全体の15.3％となっ

ています。 
 

図表2-4 65歳以上の就業（平成12年～令和2年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人・％） 

区     分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

就 業 者 数 31,418 28,832 27,618 26,565 24,989 

 

第 1 次 産 業 2,007 1,900 1,521 1,386 1,258 

第 2 次 産 業 8,286 6,293 5,831 5,591 4,835 

第 3 次 産 業 21,116 20,365 19,757 19,002 18,568 

分 類 不 能 9 274 509 586 328 

65歳以上の就業者数 1,217 2,018 2,128 2,937 3,822 

6 5 歳 以 上 の 割 合 3.9 7.0 7.7 11.1 15.3 

※ 就業者数は、第1～3次産業別就業者に分類不能を含めた合計となっています。 資料：国勢調査 
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9,499 9,563 9,615 9,707 9,391 9,026

18,501 18,656 18,761 18,761 18,647 18,545

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

前期高齢者 後期高齢者 高齢者人口

（人）

 

第２節 高齢者の状況 

 

１ 高齢者人口の推移 

高齢者人口の推移をみると、前期高齢者人口は令和3年をピークに減少しており、後期高

齢者人口は増加傾向となっています。 

高齢者人口に占める前期・後期高齢者それぞれの割合は、過去、前期高齢者の割合が上

回る状態で推移していましたが、令和5年には逆転し、後期高齢者が占める割合が上回って

います。 
 

図表2-5 高齢者人口（前期・後期別）の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人・％） 

区     分 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

高齢者合計 18,501 18,656 18,761 18,761 18,647 18,545 

 前期高齢者（65～74歳） 9,499 9,563 9,615 9,707 9,391 9,026 

 構成比 51.3 51.3 51.2 51.7 50.4 48.7 

 後期高齢者（75歳以上） 9,002 9,093 9,146 9,054 9,256 9,519 

 構成比 48.7 48.7 48.8 48.3 49.6 51.3 

資料：住民基本台帳（各年10月1日現在） 
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1,413 1,851 2,249 2,726 3,214
3,719

1,464
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7.6
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6.3

8.2
9.7

10.7

12.5
13.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

高齢者の一人暮らし世帯 高齢夫婦世帯

高齢者の一人暮らし世帯の割合 高齢夫婦世帯の割合

（世帯） （％）

 

２ 高齢世帯状況 

（１）国勢調査による高齢者世帯推移 

国勢調査における本市の世帯数の推移をみると、平成7年から令和2年にかけて高齢者

の一人暮らし世帯、高齢夫婦世帯ともに増加しており、一般世帯数に占める割合も上昇が続

いています。 
 

図表2-6 高齢者一人暮らし世帯・高齢夫婦世帯の推移（平成7年～令和2年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：世帯・％） 

区     分 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

一般世帯数 23,209 24,346 24,416 24,721 24,391 23,996 

 高齢者一人暮らし世帯 1,413 1,851 2,249 2,726 3,214 3,719 

 一般世帯数に占める割合 6.1 7.6 9.2 11.0 13.2 15.5 

 高齢夫婦世帯 1,464 1,998 2,375 2,655 3,044 3,287 

 一般世帯数に占める割合 6.3 8.2 9.7 10.7 12.5 13.7 

資料：国勢調査 
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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

世帯数 高齢者のいる世帯数 高齢者のいる世帯の割合

（世帯） （％）

 

（２）住民基本台帳による高齢者世帯推移 

住民基本台帳における本市の世帯数の推移をみると、平成30年から令和5年にかけて

世帯数は減少が続いています。高齢者のいる世帯数は令和3年まで増加していましたが、

令和4年以降減少し、令和5年には13,624世帯となっています。 

高齢者のいる世帯数の減少に比べ、世帯総数の減少のほうが大きいため、世帯総数に

占める高齢者のいる世帯数の割合は上昇が続いており、令和5年には48.0％とおよそ半

数が高齢者のいる世帯となっています。 
 

図表2-7 世帯の推移（平成30年～令和5年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：世帯・％） 

区     分 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

世帯数 29,277 29,022 28,991 28,845 28,698 28,391 

 高齢者のいる世帯数 13,547 13,664 13,717 13,726 13,652 13,624 

 構成比 46.3 47.1 47.3 47.6 47.6 48.0 

資料：住民基本台帳（各年10月1日現在） 
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5.0

10.0

15.0

20.0
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5 認定率

（人） （％）

 
 

３ 要支援・要介護認定者の状況 

要支援・要介護認定者数は令和元年以降増加しており、令和4年9月末現在では3,718

人となっています。また、第1号被保険者数に占める認定者の割合（認定率）は、令和2年ま

で低下が続いていましたが、その後上昇し、令和4年9月末現在で20.0％となっています。 

要介護度別にみると、要介護5は減少傾向にあるものの、要介護2・4は増加傾向となって

おり、今後、介護度重度化が懸念されます。 
 

図表2-8 要支援・要介護認定者の推移（平成29年～令和4年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※認定率は認定者数（第2号被保険者含む）に第1号被保険者数で除して算出。 

資料：介護保険事業状況報告（各年9月月報） 
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55.4

50.3

43.9

39.9

25.1

23.3

19.1

19.1

18.2

16.7

14.7

11.1

9.9

7.3

5.4

4.2

3.5

2.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

交通手段の整備等、高齢者が外出しやすいまちづくり

往診やかかりつけ医等、医療の充実

寝たきりにならないよう、介護予防サービスの充実

身近なところで相談が行える相談窓口の充実

介護保険サービスの充実

地域全体で介護を支援する基盤づくり

生きがいや交流の場となる高齢者が集う会合等の充実

健康診断、がん検診等、保健サービスの充実

保健・医療・福祉に関する情報提供や案内の充実

高齢者向け住宅対策の推進

趣味や教養等、高齢者の生きがいづくり

機能訓練・訪問指導・健康相談等、保健事業の充実

高齢者の就労対策の充実

無回答

サービス利用者を保護する権利擁護等の取り組み

ボランティア等、地域活動に参加するための支援

高齢者の長寿を祝福し、社会貢献に感謝する式典の開催

その他

n=1,384

ｎ

 

４ 高齢者施策への意向 

アンケート調査結果をもとに、本市の高齢者施策への意向を整理します。 
 

（１）市民が求める高齢者施策 

今後、市が優先的に進めるべき高齢者施策は、｢交通手段の整備等、高齢者が外出し

やすいまちづくり｣が5割半ばと最も多くなっています。このほか「往診やかかりつけ医等、

医療の充実」「寝たきりにならないよう、介護予防サービスの充実」「身近なところで相談

が行える相談窓口の充実」が3割を上回っており、移動条件、医療、介護予防、相談に係る

施策の展開が求められています。 
 

図表2-9 市民が求める高齢者施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：日常生活圏域ニーズ調査結果 
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（２）要介護リスクの傾向 

要介護リスクの傾向として、最も割合が高い項目は「うつ傾向」で41.0％となっており、

回答者の4割以上にうつ傾向があるとみられます。 

また、「転倒リスク」が33.3％、「口腔機能の低下」が27.0％となっており、各分野にお

いて予防の取組が必要と考えられます。 
 

図表2-10 要介護リスクの全体的な傾向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：日常生活圏域ニーズ調査結果 
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（３）閉じこもり傾向 

閉じこもり傾向を家族構成別でみると、一人暮らしの方の3割が「閉じこもり傾向あり」

となっています。 

また、介護・介助の状況別でみると、介護・介助が必要な方の5割が「閉じこもり傾向あ

り」となっています。 

閉じこもりによる、心身両面の活動能力の低下から要介護状態への進行が懸念される

ことから、外出機会や人と会う機会の確保に向けた取組を推進する必要があります。 
 

図表2-11 閉じこもり傾向（家族構成別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表2-12 閉じこもり傾向（介護・介助の状況別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：日常生活圏域ニーズ調査結果 
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51.2
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48.0
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介護・介助は必要ない（n=1,149）

何らかの介護・介助は必要だが、

現在は受けていない（n=125）

現在、何らかの介護を受けている（n=82）

閉じこもり傾向あり 閉じこもり傾向なし 無回答・判定不能 無回答

31.2

23.6

12.8

27.8

22.4

66.9

73.5

87.2

69.0

73.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

一人暮らし（n=308）

夫婦世帯(配偶者65歳以上)（n=547）

夫婦世帯(配偶者64歳以下)（n=47）

息子・娘との2世帯（n=245）

そのほか（n=214）

閉じこもり傾向あり 閉じこもり傾向なし 無回答・判定不能 無回答
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14.9

24.4

32.9

26.9

9.8

6.7

8.7

29.4

27.5

10.9

6.1

1.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ニーズ調査

（ｎ=1,384）

在宅調査

（ｎ=119）

そう思う どちらかといえば、そう思う

どちらかといえば、そう思わない そう思わない

どちらともいえない・わからない 無回答

 

（４）認知症に関する相談窓口の認知度 

認知症に関する相談窓口を知っているかを居住地区別でみると、「はい（知っている）」

の割合が最も高い地区は川内地区（35.1％）で、最も低い地区が田名部地区（19.2％）

となっており、地区によりバラツキがみられます。 
 

図表2-13 認知症に関する相談窓口の認知（居住地区別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：日常生活圏域ニーズ調査結果 
 

（５）地域に支えられて暮らしていると感じるか 

地域に「支えられていると思う（そう思う+どちらかといえば）」割合は、ニーズ調査では

47.8％、在宅調査では51.3％、地域に「支えられているとは思わない（そう思わない+ど

ちらかといえば）」割合は、ニーズ調査では18.5％、在宅調査では36.1％となっています。 
 

図表2-14 地域に支えられて暮らしていると感じるか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査結果 
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35.1

26.4

20.4

76.3
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69.4
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大畑地区

（n=193）

脇野沢地区

（n=54）

はい いいえ 無回答
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（６）主な介護者 

主な介護者を前回調査（令和2年実施）と比較すると、「子」が9.4ポイント増加し、「配

偶者」が11.9ポイント減少しています。 
 

図表2-15 主な介護者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：在宅介護実態調査結果 
 

18.3

53.8

8.6

2.2

4.3

11.8

1.1

30.2

44.4

12.7

2.4

4.8

4.8
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

今回（ｎ=93）

前回（ｎ=126）
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26.1

18.9

43.5

37.8

2.2

2.7

0.0

8.1

4.3

10.8

23.9

21.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

前回

（ｎ=46）

今回

（ｎ=37）

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない 無回答

 

（７）主な介護者の働き方の調整状況 

主な介護者の働き方の調整状況を前回調査（令和2年実施）と比較すると、「3.介護の

ために、「休暇」を取りながら、働いている」が14.0ポイント増加し、「2.介護のために、「労

働時間を調整」しながら、働いている」が15.8ポイント、「1.特に行っていない」が12.2ポ

イントとそれぞれ減少しています。 
 

図表2-16 主な介護者の働き方の調整状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：在宅介護実態調査結果 
 

（８）働きながらの介護の継続 

今後働きながら介護を続けることができるかを前回調査（令和2年実施）と比較すると、「続

けていくのは、かなり難しい」が8.1ポイント増加し、「問題なく、続けていける」が7.2ポイント、

「問題はあるが、何とか続けていける」が5.7ポイントそれぞれ減少しています。 

介護者の働き方にも影響が出てきており、介護離職を減らすための取組の推進が求め

られています。 
 

図表2-17 働きながらの介護の継続 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：在宅介護実態調査結果 

37.8

8.1

27.0

0.0

16.2

10.8

0.0

50.0

23.9

13.0

0.0
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0.0

0.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

1.特に行っていない

2.介護のために、「労働時間を調整」しながら、働いている

3.介護のために、「休暇」を取りながら、働いている

4.介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

5.介護のために、2～4以外の調整をしながら、働いている

6.主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

今回（ｎ=37）

前回（ｎ=46）
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計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

第1号被保険者数 （人） 18,490 18,468 99.9% 18,613 18,629 100.1%

要介護認定者数 （人） 3,655 3,554 97.2% 3,676 3,576 97.3%

要介護認定率 （％） 19.8 19.2 97.4% 19.7 19.2 97.2%

総給付費 （円） 5,263,168,000 5,483,844,821 104.2% 5,345,687,000 5,469,867,355 102.3%

施設サービス給付費 （円） 2,048,411,000 2,138,408,330 104.4% 2,072,404,000 2,175,379,552 105.0%

居住系サービス給付費 （円） 356,805,000 355,756,998 99.7% 368,516,000 348,449,562 94.6%

在宅サービス給付費 （円） 2,857,952,000 2,989,679,493 104.6% 2,904,767,000 2,946,038,241 101.4%

第1号被保険者1人あたり給付費 （円） 284,649.4 296,937.7 104.3% 287,201.8 293,621.1 102.2%

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

第1号被保険者数 （人） 18,595 18,733 100.7% 55,698 55,830 100.2%

要介護認定者数 （人） 3,785 3,578 94.5% 11,116 10,708 96.3%

要介護認定率 （％） 20.4 19.1 93.8% 20.0 19.2 96.1%

総給付費 （円） 5,431,794,000 5,572,531,482 102.6% 16,040,649,000 16,526,243,658 103.0%

施設サービス給付費 （円） 2,087,578,000 2,210,876,150 105.9% 6,208,393,000 6,524,664,032 105.1%

居住系サービス給付費 （円） 383,250,000 346,837,286 90.5% 1,108,571,000 1,051,043,846 94.8%

在宅サービス給付費 （円） 2,960,966,000 3,014,818,046 101.8% 8,723,685,000 8,950,535,780 102.6%

第1号被保険者1人あたり給付費 （円） 292,110.5 297,471.4 101.8% 287,993.3 296,010.1 102.8%

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

第1号被保険者数 （人） 18,629 18,736 100.6% 18,531 18,624 100.5%

要介護認定者数 （人） 3,606 3,618 100.3% 3,628 3,641 100.4%

要介護認定率 （％） 19.4 19.3 99.8% 19.6 19.6 99.9%

総給付費 （円） 5,666,557,000 5,626,831,608 99.3% 5,728,537,000 5,534,998,060 96.6%

施設サービス給付費 （円） 2,252,644,000 2,202,271,957 97.8% 2,253,894,000 2,114,488,668 93.8%

居住系サービス給付費 （円） 381,489,000 367,149,814 96.2% 381,153,000 385,740,267 101.2%

在宅サービス給付費 （円） 3,032,424,000 3,057,409,837 100.8% 3,093,490,000 3,034,769,125 98.1%

第1号被保険者1人あたり給付費 （円） 304,179.3 300,321.9 98.7% 309,132.6 297,197.1 96.1%

第7期

令和3年度 令和4年度

平成30年度 令和元年度

令和2年度 累計

第7期

第8期

 
 

第３節 計画の振り返り 

 

１ 介護保険事業の運営 

介護保険事業の運営にあたり、これまでの計画を振り返ると、第7期及び第8期計画の令

和4年までにおいて、おおむね計画見込みに沿った運営となっています。 

引き続きサービスの円滑な利用と持続可能な制度運営に努めます。 
 

図表2-18 第7期・第8期計画における見込みとの比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※ 数値は小数点第2位以下、または千円単位で四捨五入している項目があり、表中の計画値
と実績値が同じであっても計画対比が100.0％にならないことがあります。 

資料：厚生労働省 見える化システム 
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２ 高齢者福祉施策の推進 

（１）施策の全体的な評価 

第8期計画では、『高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる、ふれあいと

支え合いの地域づくり』を基本理念に掲げ、5つの基本目標と11の主要施策に基づき、

43の事業を展開しています。 

各施策の庁内推進担当課による自己評価の結果では、43の掲載事業に対し、「有効」

（A）が31事業(72.1％)、「おおむね有効」（B）が12事業(27.9％)という評価になって

います。 

新たな高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたり、現行計画における施策や

取組を点検・評価し、その結果を踏まえ次期計画を策定します。 
 

図表2-19 第8期計画施策評価一覧 

施        策 
掲載 

事業数 

評価 有効事業比率 
（A・B）/ 
（掲載事業

数） 
A B C D E F 

基本目標１：地域包括ケアシステムの構築 

 １-１ 地域包括ケアシステムの構築 

（重点施策） 4 0 4 0 0 0 0 100.0％ 

 １-２ 地域包括支援センターの機能強化 5 4 1 0 0 0 0 100.0％ 

基本目標２：介護予防・生活支援サービスの充実 

 ２-１ 介護予防・日常生活支援総合事業の 

推進（重点施策） 3 2 1 0 0 0 0 100.0％ 

 ２-２ 生活支援・介護者支援の充実 5 4 1 0 0 0 0 100.0％ 

基本目標３：認知症対策と尊厳のある暮らしの形成 

 ３-１ 認知症高齢者支援対策の充実 

（重点施策） 6 4 2 0 0 0 0 100.0％ 

 ３-２ 高齢者の虐待防止 2 2 0 0 0 0 0 100.0％ 

 ３-３ 成年後見制度の利用促進 2 2 0 0 0 0 0 100.0％ 

基本目標４：地域の安全安心と福祉のまちづくりの推進 

 ４-１ 安全安心な地域づくりの推進 

（重点施策） 4 4 0 0 0 0 0 100.0％ 

 ４-２ 人にやさしい福祉のまちづくりの推進 6 5 1 0 0 0 0 100.0％ 

基本目標５：生きがいづくりの推進 

 ５-１ 生涯にわたる健康づくりの推進と 

健康寿命の延伸 2 1 1 0 0 0 0 100.0％ 

 ５-２ 積極的な社会参加・生きがい対策の 

推進（重点施策） 4 3 1 0 0 0 0 100.0％ 

計 43 31 12 0 0 0 0 100.0％ 

※評価判定：A：実施（有効）、B：実施（おおむね有効）、C：実施（課題が残る）、 
D：実施（実施したが利用等実績なし）、E：一部実施、F：未実施 
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（２）地域包括ケアシステムの構築 

地域の多様な主体が連携して支援を行うことができるよう、様々な会議や協議会、日々の

活動を通じて、保健・福祉・医療等の関係機関によるネットワークの構築を図っています。 

また、地域包括ケアシステムの中心となる地域包括支援センターでは、基幹的な機能を

持つ直営型地域包括支援センターが、委託型地域包括支援センター間の総合調整や後方

支援を行い連携強化を図るとともに、市の高齢者施策を踏まえた事業を展開しています。 
 

（３）介護予防・生活支援サービスの充実 

新たな生活様式に配慮しながら、運動教室、介護予防セミナー、介護予防講演会等を開

催するとともに、むつ市社会福祉協議会に委託し、ボランティア団体が行う介護予防運動や

地域サロン、町内会や老人クラブ等が行う「茶話やかサロン」への支援を行っています。 

また、地域資源やニーズの把握、高齢者へのサポートのため、第１層(市全域)、第２層

(日常生活圏域)すべてに生活支援コーディネーターを配置しています。 

さらに、介護知識や技術の向上、家族介護者同士の交流や情報交換の場となる家族介

護教室の開催をするなど、家族介護者への支援も展開しています。 
 

（４）認知症対策と尊厳のある暮らしの形成 

市内3か所の地域包括支援センターに認知症地域支援員を配置し、認知症の疑いが

ある高齢者の早期発見や本人・ご家族等へのアドバイスを含めた相談や対応を行うととも

に、地域包括支援センター及びキャラバンメイトと連携しながら、認知症サポーター養成講

座を開催して、認知症の理解促進を図っています。併せて、認知症の発症予防から人生の

最終段階まで、状態に応じたケアの流れを示した「認知症ケアパス」の作成や行方不明

が発生したときに市内関係機関と情報共有を図ることができる仕組みを構築するなど認

知症高齢者への支援に取り組んでいます。 

また、高齢者の虐待防止と早期発見・早期対応のための体制構築や成年後見制度の

利用促進などを行い、高齢者の権利擁護を図っています。 
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（５）地域の安全安心と福祉のまちづくりの推進 

高齢者等と接する機会の多い民間事業者と連携し、異変等の発見や報告により地域全

体で高齢者等を見守る仕組みを構築しています。 

併せて、災害時等における支援体制の強化に取り組むとともに、防犯や交通安全、消費

者被害の削減に向け、訪問活動や見守り活動、啓発活動を実施し、安全安心なまちづくり

を推進しています。 

また、住環境や外出のしやすさは暮らしやすさにつながることから、住環境整備への支

援や外出支援サービスなどを実施しています。 
 

（６）生きがいづくりの推進 

様々な人との交流や働くことは、生きがいにつながることから、老人クラブへの支援を実施

するとともに、多様な交流機会や就労機会の確保に向けた支援を実施しています。 

また、老人クラブ活動や就労活動を行うためには、健康を保つことも重要となることから、

介護予防と健康寿命の延伸のため、情報提供やフレイル予防活動などを実施しています。 
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第４節 計画課題の整理 

 

本市において、第8期計画からの引き継ぎ課題を踏まえつつ、本計画期間において取組が

望まれる計画課題を次のように整理します。 
 
 

課題１：地域で支え合う体制づくり・つながりの強化 

 

現 状 

・ 

背 景 

○高齢化率は 3 割を超えており、市民の 3 人に 1 人が高齢者となっている。また、年

少人口、生産年齢人口のみならず、高齢者人口（老年人口）も減少局面に入って

おり、今後も人口減少は進行する見込み。 

○高齢者の一人暮らし世帯、高齢夫婦世帯ともに増加が続いている。 

○一人暮らしの方の 3 割が、また、介護・介助が必要な方の 5 割が「閉じこもり傾

向あり」となっている。 

  

課 題 

・ 

方向性 

○人口減少・高齢化の進行が止まらない中、高齢者自身が「受け手」となるだけでは

なく、これまでの経験・知識を活かしながら健康状態や体力に応じて「地域の担い

手」として、相互に支え合う地域社会の構築が必要となります。 

○高齢者の一人暮らし世帯、高齢夫婦世帯の増加やコロナ禍における外出控えな

ど、地域での孤独・孤立化、つながりの希薄化が懸念されます。高齢者が地域の

中で孤立しないよう、つながりの強化や居場所の確保などを推進する必要があ

ります。 

○併せて、多様な主体による見守りネットワークの構築・強化や住民による支え合

いも含めた生活支援体制の充実を図っていく必要があります。 
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課題２：介護予防の強化・推進 

 

現 状 

・ 

背 景 

○要介護認定率は国、県と比較して高い水準で推移している。 

○介護予防の教室等への参加経験がある方のほうが、健康状態が良い傾向と 

なっている。 

○健康状態が良い方ほど主観的な幸福感も高い傾向となっている。 

○運動教室や介護予防セミナー、介護予防講演会等を開催しており、介護予防 

の取組の普及啓発を図っている。 

  

課 題 

・ 

方向性 

○介護予防教室や運動教室など、介護予防に資する取組に参加している方は一

定の効果があると考えられます。今後はこうした介護予防、健康づくりの取組に

無関心な層へのアプローチを強化し、健康寿命の延伸につなげることが重要と

なります。 
 
 
 

課題３：家族介護者支援の充実 

 

現 状 

・ 

背 景 

○高齢化、核家族化等が進行しており、老老介護や 8050 問題など複合的な課題

を抱える家庭の増加が懸念される。 

○併せて、新型コロナウイルス感染症の影響によるサービスの利用制限、利用控え

により、家族介護者の負担感が増していると考えられる。 

○各地区で家族介護教室を開催し、介護知識の提供や家族介護者同士の交流の

場を設けている。 

  

課 題 

・ 

方向性 

○家族介護者が多くの負担や不安を抱えながら生活していることが懸念されてお

り、状況の把握に努めるとともに介護教室のさらなる充実や※レスパイト、経済的

負担の軽減といった家族介護者の精神的・身体的負担を軽減するための取組

の充実を図る必要があります。 
 
 
 
 
 

                                         
※
 レスパイト: 

介護にあたる家族が各種介護サービスを利用して一時的に介護から解放されることです。 
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課題４：高齢者の権利擁護 

 

現 状 

・ 

背 景 

○高齢化の進行に伴い認知症高齢者の増加も懸念される。 

○認知症に関する相談窓口を知っている割合は地区によってバラツキがあり、最も

低い地区で 19.2％、最も高い地区で 35.1％となっている。 

○家族介護者の負担増により、家庭内虐待のリスクの高まりが懸念される。 

○保健関係者、医療関係者などの関係機関で組織される高齢者・障害者虐待防

止等連携協議会を設置しており、高齢者等の虐待防止及び早期発見・早期対

応できるよう体制を整備している。 

  

課 題 

・ 

方向性 

○地区によって認知度のバラツキがみられる認知症に関する相談窓口について

は、必要なときにスムーズに相談できるよう、さらなる周知を進める必要がありま

す。 

○併せて、成年後見制度についての情報提供など周知を進め、利用意向がある方

の利用促進を図る必要があります。 

○認知症の早期発見は様々なメリットもあることから、早期発見から専門医療につ

なげる仕組みの強化が求められています。 

○虐待は潜在化しやすいことから、見守り体制の強化を図るとともに、関係者間の

連携を強化し、支援のさらなる充実を図る必要があります。 
 
 
 

課題５：安全に安心して暮らせる地域づくり 

 

現 状 

・ 

背 景 

○高齢化・核家族化の進行による人口構造の変化、要介護認定者の増加などに

伴い介護ニーズの多様化が想定される。 

○生産年齢人口の減少に伴い、介護人材の不足が顕在化してきており、サービス

提供基盤にも大きく影響してくることが懸念される。 

○介護サービス事業所においては、令和 6 年 4 月から業務継続計画（ＢＣＰ）の策

定、研修の実施等が義務化される。 

  

課 題 

・ 

方向性 

○人口構造の変化や要介護認定者を踏まえ、適切なサービス見込み量の算出に

努めるとともに、介護ニーズに応じた介護人材の育成・確保など計画的な基盤

整備を推進する必要があります。 

○喫緊の課題となっている人材不足に対応するため、デジタル技術の活用など事

業所業務の効率化に向けた取組への支援を推進する必要があります。 

○災害時等における業務継続のための取組への支援を推進する必要があります。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 
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第３章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画期間の高齢者等の状況 
 

１ 高齢者人口推計 

本市の高齢者人口等を※コーホート法（変化率法）により推計すると、本計画期間（令和

6年～令和8年）及び令和12年、令和17年、令和22年における高齢者人口は、減少傾向

となっています。 

同期間の高齢化率は、引き続き上昇が続き、計画最終年の令和8年には36.7％、団塊

ジュニア世代が高齢者となる令和22年には44.1％となる見込みです。 

なお、介護保険料の推計にあたっては、「日本の地域別将来推計人口（R5年推計）」を

補正したデータを使用しています。 
 

図表3-1 計画期間における高齢者人口推移の見通し（推計値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人・％） 

区  分 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 令和12年 令和17年 令和 22 年 

高齢者人口 18,761 18,647 18,545 18,472 18,417 18,314 17,552 16,393 15,488 

 前期：65～74歳 9,707 9,391 9,026 8,638 8,255 7,962 6,833 6,292 6,287 

後期：75歳以上 9,054 9,256 9,519 9,834 10,162 10,352 10,719 10,101 9,201 

高齢化率 34.0 34.4 35.0 35.6 36.2 36.7 38.5 40.7 44.1 

資料：コーホート法による推計 

                                         
※
 コーホート法（変化率法）: 

コーホート法とは、コーホート（同時出生集団）ごとの時間変化を軸に人口の変化を捉える方法です。変

化率法は、このコーホート（同時出生集団）の一定期間における人口の変化率に着目し、その変化率が年齢

別人口変化の特徴であり、将来にわたって維持されるものと仮定して、将来人口を算出する方法です。 

なお、本計画策定にあたっては、直近（令和 2 年～令和 5 年各 10 月 1 日現在）の住民基本台帳による 1

歳階級別の人口の変化率を採用しています。 
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２ 被保険者数の推計 

介護保険料の負担を担う、第1号、第2号被保険者数の推計では、第1号被保険者数、第

2号被保険者数ともに減少傾向となっています。 

計画最終年の令和8年には、第1号被保険者数は18,357人、第2号被保険者数は

16,625人となる見込みです。 

また、令和22年には第1号被保険者数が17,284人、第2号被保険者数が11,761人と

なる見込みです。 
 

図表3-2 計画期間における被保険者数の見通し（推計値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人） 

区  分 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 令和12年 令和17年 令和 22 年 

被保険者数 36,852 36,485 36,109 35,740 35,369 34,982 33,437 31,383 29,045 
 第1号（65歳以上） 18,685 18,625 18,556 18,495 18,431 18,357 18,063 17,644 17,284 

第2号（40～64歳） 18,167 17,860 17,553 17,245 16,938 16,625 15,374 13,739 11,761 

資料：厚生労働省 見える化システムによる推計 
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３ 要介護（要支援）認定者の推計 

本市における要介護（要支援）認定者は、引き続き増加が見込まれ、第9期の計画最終

年である令和8年の要介護（要支援）認定者は、3,876人、認定率は21.1％となる見込み

です。 

また、令和22年には要介護（要支援）認定者が4,519人まで増加し、認定率は26.1％

となる見込みとなっています。 
 

図表3-3 計画期間における要介護（要支援）認定者の見通し（推計値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：認定者数（人）/認定率（％）） 

区  分 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 令和12年 令和17年 令和 22 年 

要介護認定者数 3,691 3,718 3,733 3,767 3,809 3,876 4,123 4,421 4,519 

 要支援1 304 310 310 313 319 324 348 364 349 

 要支援2 469 456 461 450 454 461 488 512 506 

 要介護1 610 657 633 670 681 698 747 804 808 

 要介護2 739 778 787 817 831 851 908 984 1,009 

 要介護3 569 541 568 549 547 551 586 624 656 

 要介護4 529 532 544 547 552 557 593 643 673 

 要介護5 471 444 430 421 425 434 453 490 518 

認定率 19.8 20.0 20.1 20.4 20.7 21.1 22.8 25.1 26.1 

資料：厚生労働省 見える化システムによる推計 
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第２節 第９期介護保険サービスの見込み 

 

１ 介護サービス量の推計にあたって 

（１）事業量及び給付費の推計の考え方 

○ 推計にあたっては、令和3年度から令和4年度の実績を基礎データとし、厚生労働

省の見える化システムにて事業量及び給付費の見込みを算出しています。 

○ 第9期の介護保険制度の見直しでは、計画期間（令和6年度から令和8年度）の

各種サービス事業量や給付費を推計しました。 
 

（２）サービスの利用見込み（給付費・事業量） 

前項の考え方に基づいて推計した本市における計画期間（令和6年度～令和8年度）

の介護サービス給付費の見込みは、3年間で約173億6,434万円となっています。 

なお、推計では令和22年度まで給付費は増加すると見込まれており、計画最終年の

令和8年度には給付費が約58億円に達する見込みです。 
 

図表3-4 給付費の見込み（推計値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省 見える化システム 
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各サービス量に関しては、次のとおりです。 

 
図表3-5 事業量の見込み（推計値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省 見える化システム 
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２ 介護サービス量の見込み 

（１）介護給付に係るサービス量 
図表3-6 介護給付に係るサービス量 

（単位：回・人・日/1か月あたり） 

   令和6年度 令和7年度 令和8年度 

◎居宅サービス     

 訪問介護 
回数 17,264.0  17,533.0  17,929.0  

（人数） 1,009  1,025  1,048  

 訪問入浴介護 
回数 721.0  726.3  747.9  

（人数） 133  134  138  

 訪問看護 
回数 1,262.8  1,283.0  1,324.4  

（人数） 193  196  202  

 訪問リハビリテーション 
回数 401.0  401.0  416.5  

（人数） 70  70  73  

 居宅療養管理指導 人数 129  132  135  

 通所介護 
回数 4,836.0  4,898.9  5,004.8  

（人数） 666  675  690  

 通所リハビリテーション 
回数 2,028.2  2,067.7  2,106.8  

（人数） 315  321  327  

 短期入所生活介護 
日数 3,732.6  3,789.7  3,882.7  

（人数） 238  242  248  

 短期入所療養介護（老健） 
日数 74.3  74.3  74.3  

（人数） 10  10  10  

 短期入所療養介護（病院等） 
日数 0.0  0.0  0.0  

（人数） 0  0  0  

 短期入所療養介護（介護医療院） 
日数 0.0  0.0  0.0  

（人数） 0  0  0  

 福祉用具貸与 人数 1,103  1,119  1,145  

 特定福祉用具販売 人数 12  12  12  

 住宅改修 人数 8  8  8  

 特定施設入居者生活介護 人数 25  25  26  

◎地域密着型サービス     

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数 1  1  1  

 夜間対応型訪問介護 人数 0  0  0  

 

地域密着型通所介護 
回数 521.7  528.5  534.2  

（人数） 79  80  81  

認知症対応型通所介護 
回数 302.6  302.6  318.6  

（人数） 38  38  40  

 小規模多機能型居宅介護 人数 23  24  24  

 認知症対応型共同生活介護 人数 99  99  101  

 地域密着型特定施設入居者生活介護 人数 0  0  0  

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 82  82  82  

 看護小規模多機能型居宅介護 人数 0  0  0  

資料：厚生労働省 見える化システム 
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   令和6年度 令和7年度 令和8年度 

◎介護保険施設サービス     

 介護老人福祉施設 人数 361  361  361  

 介護老人保健施設 人数 189  189  189  

 介護医療院 人数 0  0  0  

◎居宅介護支援 人数 1,865  1,891  1,935  

資料：厚生労働省 見える化システム 
 

（２）介護予防給付に係るサービス量 
 

図表3-7 介護予防給付に係るサービス量 

（単位：回・人・日/1か月あたり） 

   令和6年度 令和7年度 令和8年度 

◎介護予防サービス     

 介護予防訪問入浴介護 
回数 4.0  4.0  4.0  

（人数） 1  1  1  

 介護予防訪問看護 
回数 31.4  31.4  31.4  

（人数） 7  7  7  

 介護予防訪問リハビリテーション 
回数 22.6  22.6  22.6  

（人数） 6  6  6  

 介護予防居宅療養管理指導 人数 1  1  1  

 介護予防通所リハビリテーション 人数 122  124  126  

 介護予防短期入所生活介護 
日数 10.0  10.0  10.0  

（人数） 2  2  2  

 
介護予防短期入所療養介護 
（老健） 

日数 0.0  0.0  0.0  

（人数） 0  0  0  

 
介護予防短期入所療養介護 
（病院等） 

日数 0.0  0.0  0.0  

（人数） 0  0  0  

 
介護予防短期入所療養介護 
（介護医療院） 

日数 0.0  0.0  0.0  

（人数） 0  0  0  

 介護予防福祉用具貸与 人数 172  174  177  

 特定介護予防福祉用具購入費 人数 2  2  2  

 介護予防住宅改修 人数 3  3  3  

 介護予防特定施設入居者生活介護 人数 0  0  0  

◎地域密着型介護予防サービス     

 介護予防認知症対応型通所介護 
回数 0.0  0.0  0.0  

（人数） 0  0  0  

 介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 4  4  4  

 介護予防認知症対応型共同生活介護 人数 1  1  1  

◎介護予防支援 人数 261  263  268  

資料：厚生労働省 見える化システム 
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第３節 基本理念・基本目標 

１ 基本理念 

 
 
 

 

 

 
 
 

本市では、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して生活を送ることができるよう、

高齢者に係る福祉施策を展開し取組を進めてきました。 

今後、人口減少・高齢化は益々進行することが予想されており、高齢者が住み慣れた地域

で安心して暮らし続けるためには、行政や事業者、地域が連携して展開される「地域包括ケア

システム」の深化・推進に向けた取組を強化していく必要があります。 

本市の最上位計画である「むつ市総合経営計画」においても、市民一人ひとりが、夢や生

きがいを持ち自立した社会を構築し、いつまでも住み続けたいと思える地域を目指しており、

そのための高齢者福祉施策の目指す姿を「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られる、ふれあいと支え合いの地域づくり」としています。また、高齢者福祉施策の※KPIとして、

認知症サポーター数や地域サロン・介護予防運動開催か所数、いきいき百歳体操開催か所

数、高齢者等見守りネットワーク事業者の増加を掲げており、高齢者が主体的に介護予防に

取り組むような支援や認知症高齢者への支援活動を展開しています。 

本計画においても、高齢者福祉施策の目指す姿である『高齢者が住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられる、ふれあいと支え合いの地域づくり』を基本理念として掲げ、「地域包括

ケアシステム」のさらなる深化・推進に努めるとともに、介護予防に資する取組や高齢者の権

利擁護、生きがいづくりなど、地域で支え合いながら高齢者自身も主体的に活動できるよう

施策を推進します。 

 

                                         
※ KPI： 

「Key Performance Indicator」（キー パフォーマンス インジケーター）の略称で、重要業績評価指

標のこと。組織や事業、業務の目標の達成度合いを計る定量的な指標。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし 

続けられる、ふれあいと支え合いの地域づくり 
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２ 基本目標 

計画の理念を具体化していくための取組ごとに、次のような基本目標を設定します。 
 
 

基本目標１：地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

本市の高齢者全体の人口は減少局面に入ってきていますが、後期高齢者に限ってみる

と、団塊の世代の高齢者が75歳以上となる令和7年には1万人を超え、その後しばらく増

加が続く見込みとなっています。 

団塊の世代が７５歳以上となる令和7年、さらにはその先の団塊ジュニア世代が高齢者

となる令和22年にかけて、国は重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生

活支援」が一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化・推進を目指しており、本市

においても、これまで地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組を進めてきたところ

です。 

本計画期間中には、1つの節目である令和7年を迎えることから、これまでの取組の検

証を行いつつ、介護サービス基盤の整備、生活の困難を支え合う地域共生社会の実現、

保険者機能の強化を軸に、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に取り組みます。 
 

［ 主要施策 ］ 

１-１ 地域ネットワークの機能強化（重点施策） 

１-２ 地域包括支援センターの機能強化 
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基本目標２：介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

 
高齢者夫婦世帯や高齢者の一人暮らし世帯が増加し、支援を必要とする高齢者も増加

する中で、生活支援・介護予防の重要度は益々増しており、ボランティアや事業者、地域住

民など、地域の多様な主体による支援が必要とされています。 

こうしたことから、生活支援コーディネーター等と連携を図りながら、地域資源やニーズの把

握に努めるとともに、高齢者の自立を促しながら地域で生活を続けることができるよう、多様

な主体の連携・協力による事業の推進、生活支援サービスの提供及び介護予防事業を推進し

ます。 

また、家族介護者の生活を維持しながら、無理なく介護や生活を継続できるよう、支援

に関する情報の周知や必要な支援の提供について充実を図ります。 
 

［ 主要施策 ］ 

２-１ 生活支援サービスと介護者支援サービスの充実（重点施策） 

２-２ 介護予防事業の推進 
 
 
 

基本目標３：認知症対策と尊厳のある暮らしの形成 

   
高齢化の進行に伴い、認知症高齢者の増加も懸念される中、認知症予防の取組を進

めると同時に、認知症になったとしても安心して日常生活を過ごせるよう認知症に関する

正しい知識を地域全体に浸透させ、認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人の状

態に応じて適切な支援が受けられるよう、「予防」と「共生」を車の両輪のように施策を推

進します。 

また、地域全体で見守る体制を整備することで、高齢者等への虐待の防止、早期発見

につなげるとともに、いつまでも高齢者が尊厳を失うことなく過ごし続けることができるよう、

権利擁護に向けた取組を推進します。 
 

［ 主要施策 ］ 

３-１ 認知症高齢者支援の充実（重点施策） 

３-２ 高齢者の虐待防止 

３-３ 成年後見制度の利用促進 
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基本目標４：安全安心な地域と福祉のまちづくりの推進 

コロナ禍により益々進行した近隣関係の希薄化や高齢者夫婦世帯、高齢者の一人暮らし

世帯の増加などにより、高齢者の孤独・孤立化が懸念されますが、いざという時に助け合える

よう、日頃からの関わり合う姿勢は重要となります。 

こうしたことから、地域の支え合いによる支援体制を整備するとともに、交通安全や防犯な

どの啓発活動等を実施し、安全安心な暮らしに向けた取組を推進します。 

併せて、高齢期に入ってもいつまでも地域で暮らし続けることができるよう、住まいに関す

る支援や外出支援等を実施します。 
 

［ 主要施策 ］ 

４-１ 安全安心な地域づくりの推進（重点施策） 

４-２ 人にやさしい福祉のまちづくりの推進 
 
 
 

基本目標５：健康で生きがいのある生活の実現 

生きがいをもって日々を過ごすことは、あらゆる面で好循環を促し、高齢者自身の幸福

感につながります。そのため、老人クラブ活動や地域との関わり合い、就労の機会などに関

する支援を行い、高齢者の生きがいづくりを推進します。 

また、高齢期となっても健やかにいきいきと生活を送ることができるよう、健康づくりや介

護予防の取組を推進し、健康寿命の延伸を図ります。 
 

［ 主要施策 ］ 

５-１ 積極的な社会参加・生きがいづくりの推進（重点施策） 

５-２ 生涯にわたる健康づくりの推進と健康寿命の延伸 
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第４節 施策体系 

 

本計画の施策体系は次のとおりです。 
 
 

図表3-8 施策体系 
 
 

基本目標１：地域包括ケアシステムの深化・推進 

 
１-１ 地域ネットワークの機能強化（重点施策） 

１-２ 地域包括支援センターの機能強化 
 

基本目標２：介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

 
２-１ 生活支援サービスと介護者支援サービスの充実（重点施策） 

２-２ 介護予防事業の推進 
 

基本目標３：認知症対策と尊厳のある暮らしの形成 

 
３-１ 認知症高齢者支援の充実（重点施策） 

３-２ 高齢者の虐待防止 

３-３ 成年後見制度の利用促進 
 

基本目標４：安全安心な地域と福祉のまちづくりの推進 

 
４-１ 安全安心な地域づくりの推進（重点施策） 

４-２ 人にやさしい福祉のまちづくりの推進 
 

基本目標５：健康で生きがいのある生活の実現 

 
５-１ 積極的な社会参加・生きがいづくりの推進（重点施策） 

５-２ 生涯にわたる健康づくりの推進と健康寿命の延伸 
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第５節 日常生活圏域の設定 
 

介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、日常生活圏域ごと

に、さまざまな介護サービスや介護予防サービスを整えるとともに、必要なサービスを切れ目

なく提供するための環境づくりを進めています。 

本市では、市内を田名部地区、大湊地区、川内地区、大畑地区、脇野沢地区の5圏域に区

分し、日常生活圏域とし、地域特性や実情を把握しながら、高齢者福祉施策及び介護保険

事業に取り組みます。 
 

１ 日常生活圏域別の状況 

（１）人口・世帯数等 

令和4年10月1日現在における、日常生活圏域ごとの人口、世帯数、施設の設置状況は以

下のとおりです。 
 

図表3-9 日常生活圏域別の状況 

 田名部 大 湊 川 内 大 畑 脇野沢 市全体 

総 人 口 31,395人 12,176人 3,351人 5,972人 1,286人 54,180人 

 第2号被保険者（40～64歳） 11,034人 3,924人 1,093人 1,928人 406人 18,385人 

 第1号被保険者（65歳以上） 9,710人 3,843人 1,616人 2,732人 746人 18,647人 

  前期高齢者（65～74歳） 5,090人 1,893人 712人 1,324人 372人 9,391人 

  後期高齢者（75歳以上） 4,620人 1,950人 904人 1,408人 374人 9,256人 

総 世 帯 数 16,012戸 6,983戸 1,833戸 3,151戸 719戸 28,698戸 

 高齢者世帯数 7,169戸 2,756戸 1,197戸 1,990戸 540戸 13,652戸 

  高齢者独居世帯 3,450戸 1,232戸 597戸 910戸 239戸 6,428戸 

  高齢者夫婦世帯 1,754戸 850戸 275戸 510戸 140戸 3,529戸 

  その他高齢者のいる世帯 1,965戸 674戸 325戸 570戸 161戸 3,695戸 

施

設 

特別養護老人ホーム 
設置数 5か所 1か所 1か所 1か所 1か所 9か所 

定 員 219人 29人 86人 52人 30人 416人 

介護老人保健施設 
設置数 2か所 0か所 0か所 1か所 0か所 3か所 

定 員 180人 0人 0人 29人 0人 209人 

介護療養型医療施設 
設置数 0か所 1か所 0か所 0か所 0か所 1か所 

定 員 0人 40人 0人 0人 0人 40人 

ケアハウス 
設置数 1か所 0か所 0か所 0か所 0か所 1か所 

定 員 20人 0人 0人 0人 0人 20人 

住宅型有料老人 
ホーム 

設置数 8か所 1か所 0か所 1か所 0か所 10か所 

定 員 184人 120人 0人 46人 0人 350人 

グループホーム 
設置数 4か所 2か所 1か所 1か所 0か所 8か所 

定 員 54人 27人 18人 9人 0人 108人 

サービス付き高齢者 
住宅 

設置数 4か所 1か所 0か所 0か所 0か所 5か所 

戸 数 87人 15人 0人 0人 0人 102人 

資料：むつ市 高齢者福祉課（令和4年10月1日現在） 
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（２）高齢者全体における要介護度別の出現状況 

市全体を1として高齢者全体における要介護度別の出現状況を地区別で比較すると、脇野

沢地区では要支援1が2.26と市全体の2倍以上高くなっています。 
 

図表3-10 地区ごとの状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：むつ市 高齢者福祉課（令和4年10月1日現在） 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

１-１ 地域ネットワークの機能強化（重点施策） 
 

１．基本方針 
  

団塊の世代が後期高齢者となる令和7年を迎えるにあたり、これまでの「地域包括ケ

アシステム」の構築状況を振り返り、今後の取組に役立てる必要があります。 

今後の地域包括ケアシステムの深化・推進にあたっては、関係機関と連携をしながら、

「予防・介護・医療・生活支援・住まい」の一体的、継続的な提供に努めるとともに、介

護・医療ニーズの変化や人口減少を踏まえたサービス人材の確保、※DXの推進による介

護サービス基盤の整備や地域包括支援センターの体制整備、保険者機能の強化に向け

た取組を推進します。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

1-1-1：地域の関係機関との連携強化【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 地域ケア会議、在宅医療・介護連携推進協議会、高齢者・障害者虐待防止連携

推進協議会や日常的な活動を通じて、地域包括支援センター、保健・福祉・医療の

関係機関、地域の関係者・関係機関との「顔の見える関係づくり」を推進することで

地域の関係機関におけるネットワークを構築し、有機的な連携を図っています。 

○ 本市の社会資源や地域のネットワークが活用されるよう、医療機関、介護、障がい

の事業所等の情報が掲載された「下北圏域における社会資源情報」（WEBサイト）

や、住民と民間事業者によって行われている活動やサービスを掲載した「むつ市さ

さえあいマップ」を発行し、情報提供に努めています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 各種会議や協議会、日常的な活動などの様々な機会を通じて、地域の関係者間

の連携を深めるとともに、ネットワークの構築状況や取組内容について定期的に確

認を行い、ボランティア活動や※インフォーマルサービス等の社会資源が有機的に連

携することができるよう関係機関との連携強化に努めます。 

                                         
※
 DX： 

「Digital Transformation」（デジタル・トランスフォーメーション）の略称で、情報通信技術の浸透が、
人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。デジタルによる変革のことです。 

※
 インフォーマルサービス： 

家族や地域、近隣住民、その他の団体などが行う援助活動で、公的なサービス以外のものを指します。 
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（ 実施事業 ） 

1-1-2：在宅医療と介護連携 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、むつ総合病院内にむつ市

在宅医療介護連携支援センターを設置し、さまざまな局面で医療と介護の連携を

図ることのできる体制を構築しています。 

○ 可能な限り、住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができるよう、

地域ケア会議、むつ・下北地域看護と介護の連携づくり委員会、在宅医療・介護連

携推進協議会等の会議を実施することで、医療と介護が切れ目なく適切に提供さ

れるための医療機関と介護事業所等の関係者の連携体制の構築を図っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ むつ市在宅医療介護連携支援センター及び在宅医療介護連携推進協議会を中

心に、介護と医療の連携状況や連携の方法について定期的に検討を行い、医療・介

護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保と医療・介護の連携強化に努めます。 

○ 在宅医療・介護連携のこれまでの取組をさらに進めるとともに、青森県地域医療

構想と整合性を図りながら、必要なサービスの確保に努めます。 
 
 
 

1-1-3：在宅医療サービスの普及啓発 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染状況も考慮しながら、むつ・下北地域橋渡し研

修会や在宅医療における体験型合同研修会等を開催し、在宅医療の機能や役割

に関する普及啓発に取り組んでいます。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ むつ・下北地域看護と介護の連携作り委員会と共催して、研修会の開催を行い、

在宅医療サービスの普及啓発を継続します。 
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1-1-4：在宅医療・介護関係者に関する情報共有・相談支援 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 医療機関、介護事業所、障がい事業所等の社会資源情報をリスト化した「下北

圏域における社会資源情報」をWEBサイトに掲載し、管理運営を行い情報共有を

図っています。 

○ むつ市在宅医療介護連携支援センターに業務委託し、研修会の開催や在宅医療

と介護の連携に関する相談支援を実施しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 「下北圏域における社会資源情報」WEBサイトの管理運営を継続することで情報

共有に努めるとともに、社会資源情報の活用を促進します。 

○ むつ市在宅医療介護連携支援センターへの業務委託を継続し、研修会の開催や

在宅医療と介護の連携に関する相談支援の体制確保に努めます。 
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１-２ 地域包括支援センターの機能強化 

１．基本方針 
  

地域包括支援センターは、地域における総合的な相談窓口として、専門性を活かし、多

様な主体と協働しながら、高齢者の総合相談支援、権利擁護業務、介護予防ケアマネジメ

ント業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務等に取り組んでおり、身近な総合相談

機関として地域に浸透しています。 

一方で、高齢者のみ世帯の増加や核家族化などから家族がいても支援を得ることがで

きないなど、年々、相談内容が多様化、複雑化しており、機能の強化が求められています。 

今後は、高齢化の進行に伴い業務量の増加も懸念されることから、ICTの利活用等によ

るセンター業務の効率化を図り、業務の質を確保しながらも職員の負担軽減を図ります。地

域包括ケアシステムをより効果的に機能させるため、地域ケア会議等で検討した地域課題

の共有、整理や、それぞれの専門職が知識や技能を活かしながら、地域の拠点として機能

強化を図り、地域包括支援センターの運営におけるサービスの質の向上を目指します。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

1-2-1：３つの地域包括支援センターの連携強化【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 地域包括支援センターは、直営型地域包括支援センターを1か所、委託型地域包

括支援センターを2か所設置しています。地域包括ケアシステムの深化・推進に向

けた取組を推進するため、基幹的な機能をもつ直営型地域包括支援センターが、

委託型地域包括支援センター間の総合調整や後方支援を行うなど連携強化を図

るとともに、市の高齢者施策と連動しながら事業を展開し、機能強化に取り組んで

います。 

○ 地域包括支援センターの事業評価や地域包括支援センター運営協議会の開催を

行い、事業評価結果や協議会での意見を踏まえた改善を定期的に行っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 地域包括ケアシステムの中核機関として、地域包括支援センターの役割は重要で

あることから、今後の高齢化の進展等に伴って増加が予想されるニーズに適切に

対応できるよう、職員配置や ICT（情報通信技術）の利活用等によるセンター業務

の効率化など、必要な体制の確保に取り組みます。 

○ 地域包括支援センターの専門性を活かし、効果的に業務を遂行するとともに、業

務の質が確保されるよう、３つの地域包括支援センターの連携強化を図ります。 
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1-2-2：情報提供・相談体制の充実 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 高齢者の多岐にわたる相談に対して、介護保険制度やこれまで構築してきた地域

ケアネットワーク等を活用し、適切な関係機関や関連する制度、介護サービスにつな

げています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 高齢者やその家族からの複雑化・複合化した支援ニーズに対応できるよう、制度

や地域のネットワークを活用した、包括的な相談支援を実施します。 
 
 
 

（ 実施事業 ） 

1-2-3：介護予防ケアマネジメント 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 総合事業対象者及び要支援1・2の認定者の重度化防止に向けて、その心身の状

況や環境に応じた介護予防事業、介護保険サービス等が効果的かつ効率的に提

供されるよう、委託型地域包括支援センターにおいて個別のアセスメントに基づき、

自立支援に向けた適切なマネジメントを行っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 委託型地域包括支援センターを中心に、自立支援に資する介護予防ケアマネジメ

ントの推進と質の向上を図ります。 

○ 居宅介護支援事業所が作成する介護予防ケアプランについては、地域包括支援

センターがケアプランのチェックを行うことで、給付の適正化を推進するとともに、

サービス利用者の自立支援を促すケアプランづくりを目指します。 
 
 
 

1-2-4：包括的支援事業（包括的・継続的ケアマネジメント支援） 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 地域包括ケアシステムの充実を図り、初期段階での相談対応、継続的・専門的な

相談支援、その実施に必要となるネットワークの構築を図り、地域の高齢者の実態

把握を行っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 関連するさまざまな職種の方や関係機関とのネットワークの構築・強化を図るとと

もに、介護支援専門員を支援しケアマネジメント力の向上に努めます。 
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1-2-5：地域ケア会議の開催と推進 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 個別ケースの検討を行う地域ケア会議を開催し、地域包括支援センターの職員や

介護支援専門員のケアマネジメントの質の向上につなげています。 

○ 関連するさまざまな職種の方が地域ケア会議に参加することで、関係者間のネット

ワークの構築・強化につなげています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 地域ケア会議を継続して開催することで、多くの介護支援専門員の課題解決能力

の向上につなげます。 

○ 関連するさまざまな職種の方の参加を継続的に促し、関係者間のネットワークの強

化を図ります。 
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基本目標２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

 

２-１ 生活支援サービスと介護者支援サービスの充実（重点施策） 

１．基本方針 
  

高齢者のみの世帯や一人暮らしの高齢者世帯など日常生活における支援を必要とする高

齢者が、できる限り住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、生活

支援コーディネーターと連携して、支援ニーズの把握を行うとともに、地域資源を活用し、支

援を必要とする高齢者の外出支援や健康保持、孤立感の解消、地域交流等の視点から多様

な支援サービスを提供し、介護保険事業以外にも日常生活の支援の開発に努めます。 

また、就労と介護の両立、感染症の影響によるサービスの利用制限など、家族介護者の

負担感が増していることが懸念されている中、ヤングケアラーなど新たな課題も顕在化し

てきており、介護者の精神的・身体的・経済的な負担感の軽減を目指した取組の充実を図

ります。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

2-1-1：生活支援コーディネーターの配置、活動支援 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 第１層(市全域)、第２層(日常生活圏域)すべてに生活支援コーディネーターを配

置し、関係機関とのネットワークの構築、地域ニーズ及び地域資源の把握、協議体

の開催を行っています。 

○ 第2層協議体委員や地域住民等から情報を収集し、地域資源やニーズの把握に

努めており、地域の実情に応じた形でできる支援の検討を行うなど、地域の支え合

い体制の構築を推進しています。 

○ 活動の担い手となる地域住民へ向けた広報活動を実施しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 協議体の活動や生活支援コーディネーターの活動を通じ、地域資源やニーズの把

握に努めるとともに事業の周知を図ります。 

○ 地域資源と日常生活上のニーズのマッチングにつながるよう支援していきます。 

○ 協議体を開催し、関係機関とのネットワークの構築、地域ニーズ及び地域資源を

把握するなど、定期的な情報共有及び連携強化に努めます。 
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2-1-2：家族介護教室 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 高齢者を介護している家族や近隣の援助者等に対して、介護方法、介護予防、認

知症高齢者への対応及び介護者の健康づくり等についての知識・技術取得のため、

市内８か所の在宅介護支援センターへ委託し、年間計画に基づき各地区で家族介

護教室を開催しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 家族介護者に対し、介護知識の取得や介護技術の向上、家族介護者同士の交流

機会や情報交換の場となるよう、引き続き、各地区において介護の知識や技術の普

及に取り組みます。 
 

［ 実施状況・本計画の目標 ］（※令和5年度は見込み値） 

 

実   績 計画目標値 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

令和 
7年度 

令和 
8年度 

参 加 者 数 （人） 163 202 183 200 200 200 

開 催 回 数 （回） 21 21 21 25 25 25 

 
 
 

2-1-3：介護用品支給事業 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 住民税非課税世帯に属する重度（要介護4･5）の在宅高齢者を介護している家

族等に対し、紙おむつ等の介護用品を支給することにより、家族の精神的・経済的

負担の軽減を図るとともに、在宅要介護高齢者の保健衛生の向上を図りました。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 本事業は、現在非課税世帯を対象に支給を行っていますが、低所得世帯の家族の

負担を軽減するため、継続して事業を実施します。 
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2-1-4：家族介護慰労事業 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 住民税非課税世帯に属する重度（要介護4･5）の在宅高齢者で、過去1年間介

護保険のサービスを利用していない高齢者を介護している家族等に対し、家族介

護慰労金を給付します。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 家族の精神的・経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の

継続・向上を図ることができるよう、継続して実施します。 
 
 
 

2-1-5：食の自立支援サービス 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 病気や障がい等の理由により、調理が困難な高齢者のみの世帯に対し、配食

サービスを提供することにより、食生活の自立を支援しています。 

○ 併せて、配食サービス提供時に事業者が高齢者等の安否確認や見守り支援を

行っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 重層的な見守り体制の一つとなっていることから、継続して実施するほか、地域で

自立した生活を支援するため、地域資源の活用及び支援体制の整備に努めます。 
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２-２ 介護予防事業の推進 

１．基本方針 
 

介護予防は現在の健康状態を維持し、できるだけ介護が必要な状態に陥らないための

取組であること（健康なうちから取り組む必要があること）について、理解を深め、健康が

気になる高齢者を介護予防の取組に結びつけことができるよう、普及啓発に取り組みます。 

また、地域の高齢者を対象にそれぞれの状態や必要性に合わせ、地域の多様な主体が

さまざまなサービスを展開している介護予防・日常生活支援総合事業について、実施状況

等の検証を行いながら、地域住民の主体的な参画を促すとともに、地域の特性に合った 

サービスの提供体制の構築に努め、多様なサービスの充実に向けた支援を行います。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

2-2-1：介護予防普及啓発事業【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 介護予防に資する基本的な知識に関して情報発信を行うとともに、介護予防に取

り組む気運を高めるため、運動教室や介護予防セミナー、介護予防講演会等を開

催し、市民が主体的に介護予防に取り組むよう普及啓発に努めています。 
 
 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 運動教室、介護予防セミナー、介護予防講演会等を継続して開催し、高齢者が介

護予防活動に取り組む動機づけを図ります。 

○ 住民主体の通いの場においても専門職の関与を得ながら、介護予防に役立つ知

識の普及啓発に努めます。 
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2-2-2：地域介護予防活動支援事業 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ NPOやボランティア団体が行う介護予防運動や地域サロン、町内会や老人クラブ

等が行う「茶話やかサロン」の支援をむつ市社会福祉協議会に委託し、介護予防

活動の地域展開を図っています。 

○ 町内会や老人クラブ等の住民が主体的に行う介護予防運動「いきいき百歳体操」

の立ち上げ、運営について、地域の実情に応じて支援しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 住民が主体的に行う介護予防活動の場は高齢者の集いの場でもあるため、むつ

市社会福祉協議会と協力しながら活動を支援するとともに、立ち上げを検討してい

る団体の支援を継続します。 
 

［ 実施状況・本計画の目標 ］（※令和5年度は見込み値） 

 

実   績 計画目標値 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

令和 
7年度 

令和 
8年度 

地域サロン・ 
介護予防運動 

(か所) 15 16 20 21 22 23 

介護予防運動 
(百歳体操) 

(か所) 10 13 13 14 15 15 

 
 
 

2-2-3：地域リハビリテーション活動の推進 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

〇 青森県理学療法士会と協働し、「いきいき百歳体操」実施団体へ体力測定を行い、

介護予防活動に取り組むモチベーションの維持と活動支援に努めています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

〇 青森県理学療法士会と協働した体力測定を継続し、住民が主体的に取り組む介

護予防活動を支援します。 
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基本目標３ 認知症対策と尊厳のある暮らしの形成 

 

３-１ 認知症高齢者支援の充実（重点施策） 

１．基本方針 
  

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、国が示

す認知症施策推進大綱の中間評価を踏まえ、認知症高齢者や介護を行う家族の視点を

重視した認知症に関する正しい知識の普及や理解を深める取組を推進します。 

また、認知症の知識を有した認知症サポーターの養成や※チームオレンジの立ち上げに

努めるなど地域の支援体制の整備を行うとともに、認知症初期集中支援チームによる早

期対応、認知症の疑いがある高齢者を抱える家族を対象とした支援の充実を図ります。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

3-1-1：認知症高齢者の早期対応と相談体制の充実 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 地域包括支援センターと関係機関、関係団体の連携を密に行い、認知症の疑い

がある高齢者の早期発見に努めるとともに、家族等へのアドバイスを含めた相談対

応を行っています。 

○ 市内3か所の地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、医療機

関や介護サービス事業所及び地域の支援機関をつなぐ連携支援、認知症の方や

その家族を支援する相談業務等を行っています。併せて、認知症予防に関する相談

の充実を図っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 認知症に関する相談窓口の周知を行い、相談しやすい体制づくりに努めます。 

○ 市内の地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を設置し、関係機関、関

係団体の連携強化を図るとともに、認知症の方や家族等への相談対応を行います。 
 

                                         
※
 チームオレンジ： 

認知症サポーターが中心となって認知症の人やその家族の身近な困りごとをサポートする地域の自主的な

活動を行うチームのことです。 
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3-1-2：認知症に対する理解の促進 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 地域包括支援センター及びキャラバンメイトと連携しながら認知症サポーター養成

講座を開催するなど、認知症の理解の促進を図っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 認知症サポーター養成講座を開催し、市民の認知症に対する理解を深めていくと

ともに、認知症高齢者やその家族を地域で支える体制整備に努めます。 
 

［ 実施状況・本計画の目標 ］（※令和5年度は見込み値） 

 

実   績 計画目標値 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

令和 
7年度 

令和 
8年度 

認知症サポーター
養成（累計） 

（人） 5,070 5,406 5,806 6,386 6,786 7,186 

 
 
 

3-1-3：チームオレンジの立ち上げと活動支援 【 新規実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 認知症サポーターが中心となって認知症の人やその家族の身近な困りごとをサポート

する地域の自主的な活動を行う「チームオレンジ」を立ち上げ、認知症の人が安心して

暮らし続けられる地域づくりを推進します。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 認知症サポーター・ステップアップ研修を開催し、チーム員として活動できる人材

の育成を行います。 

○ 地域包括支援センターと連携しながら、※チームオレンジコーディネーターを配置し、

チームオレンジの立ち上げ支援に努めます。 
 
 
 

                                         
※
 チームオレンジコーディネーター： 

チームオレンジの整備を推進していくための中核的な役割を担う者です。 



  
 

    

 
52     

 

3-1-4：認知症カフェの支援 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 認知症の本人及び家族が、地域の身近な場所で医療・保健・福祉の専門職に相

談しながら地域住民と交流ができる場として、認知症カフェを運営しています。 

○ 2か所の委託型地域包括支援センターに設置運営を委託しており、それぞれの地

域包括支援センターが2か所ずつの計4か所を運営しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 委託による認知症カフェの運営を継続するとともに、認知症の方やその家族など

が交流できる場として、情報を広く発信します。 
 
 
 

3-1-5：認知症初期集中支援チームによる早期対応 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 認知症となっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認

知症サポート医を中心に認知症初期集中支援チームを配置し、認知症の疑いがあ

る人への早期対応や家族の相談支援を行っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 認知症初期集中支援チームを継続して配置し、認知症の方の早期対応や家族へ

の支援に努めます。 
 
 
 

3-1-6：徘徊高齢者への対応 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 行方不明になる可能性のある認知症高齢者を事前に登録する認知症SOSネット

ワーク事業を行い、行方不明高齢者が発生した場合に、警察、関係機関、見守り協

力事業者と情報共有を図り、早期発見につながる仕組みを構築しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 認知症による徘徊高齢者を早期に発見できるよう、今後も関係機関と連携を強化

して認知症SOSネットワーク事業を実施し、高齢者自身の安全と家族への支援を行

います。 
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３-２ 高齢者の虐待防止 

１．基本方針 
  

高齢者などへの虐待は潜在化しやすく、発見時には重大な状態になるケースも考え

られることから、早期発見・早期対応のために地域全体での見守り体制の充実を図る

とともに、発見した際には関係機関との連携を図り、高齢者の安全を確保します。 

また、高齢者やその家族、サービス提供事業者等の高齢者虐待に対する問題意識を

高めるなど、高齢者虐待防止対策を推進します。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

3-2-1：高齢者等の虐待防止と早期発見･早期対応のための体制の充実【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 虐待防止ネットワークづくりとして、保健関係者、医療関係者、高齢者・障がい者福

祉関係者、司法関係者、労働関係者、民生委員・児童委員、当事者団体から組織さ

れる高齢者・障害者虐待防止等連携協議会が設置されており、高齢者及び障がい

者虐待の防止、虐待を受けた高齢者及び障がい者の保護並びに養護者に対し適

切に支援をしています。 

 

［ 今後の取組 ］ 

○ 高齢者の虐待防止の早期発見・早期対応に努めるため、広報などを活用し市民

への周知を行います。 

○ 虐待については、プライバシーにも関わる重大な課題であるため、関係者の資質

の向上や秘密の保持など、体制の強化に努めます。 

○ 高齢者やその家庭に重層的に課題が存在しているなどの困難事例を把握した場

合にも、関係機関や地域が一体となり、必要な支援につなげます。 
 
 
 

3-2-2：老人保護措置事業 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 居宅において養護を受けることが困難な場合、または家族からの虐待等を受けて

いる場合、保護のため養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所措置を行っ

ています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 虐待についての状況を早期に発見するとともに、今後も必要に応じて入所措置に

つなげられるよう、関係機関との連携を図り、高齢者の安全を確保します。 
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３-３ 成年後見制度の利用促進 

１．基本方針 
  

認知症高齢者や高齢者一人暮らし世帯・高齢者のみ世帯の増加により、金銭管理や意

思決定が困難な高齢者が増加すると予想され、そのような高齢者の権利を守るためにも

成年後見制度の必要性は高まっていくと考えられます。 

市では、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき、認知症や知的障がい、

精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が必要とするときに成年後見制度を円

滑に利用することができるよう成年後見制度の周知や相談支援を実施するとともに、高

齢者等の権利を尊重・擁護し、地域で安心して生活できる社会を実現するため、「中核

機関等の整備」、「地域連携ネットワークの構築（協議会等の設置）」を基本に、さらなる

制度利用の促進に努めます。 

また、成年後見人への報酬の費用負担感から申立てをためらうことのないように、成

年後見制度利用支援事業による助成制度の周知を進めます。 
 
 

２．施策での取組 
 

（実施事業） 

3-3-1：成年後見制度利用の促進 【 新規実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 成年後見制度の利用の促進を図ることを目的に、令和４年度から中核機関として

社会福祉法人むつ市社会福祉協議会へ委託し、むつ市成年後見センターを設置し

ています。広報、相談窓口、支援方針の検討、成年後見制度の利用促進、後見人等

への支援を行っています。 

○ 住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、一人ひとりの意思が尊重され、

権利が擁護される地域づくりを目指し、「むつ市成年後見制度利用促進協議会」を

令和４年度に設置し、成年後見制度の利用促進に関する事項について協議を行って

います。 
 

［ 今後の取組 ］ 

〇 成年後見制度の周知及び制度の利用を必要とする方への支援を行います。 
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（実施事業） 

3-3-2：情報提供・相談体制の充実 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 令和４年度に設置されたむつ市成年後見センターにおいて、成年後見制度に関す

る相談対応の充実を図っています。 

○ 経済的な理由から成年後見制度の利用が難しい高齢者に対しては、成年後見

制度利用支援事業について情報提供し、申立費用や後見人等への報酬の助成を

行っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 今後も、安心して成年後見制度の利用を検討できるよう、わかりやすい情報提供

に努めるとともに、弁護士などの専門職と連携をとり、相談支援体制の強化を図り

ます。 

○ 成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、申立てを行うことが困難な高齢

者について市長が裁判所に申立てを行うなど、制度利用の支援を行います。 

○ 成年後見制度利用支援事業の周知を図り、引き続き経済面での支援を行います。 

○ ※エンディングノートの周知、活用を図るとともに、より有効な活用方法について研

究を行います。 
 
 
 

3-3-3：市民後見人の支援体制の充実 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ むつ市成年後見センターにおいて、むつ市民後見人や関係機関との意見交換会

及びフォローアップ研修を実施し、市民後見人の質の向上を図っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ むつ市成年後見センターと有機的に連携を図り、市民後見人の活動を支援します。 

○ 市民が地域で後見人として活動することができるよう、成年後見ニーズや市民後

見人の活動状況に応じて、市民後見人養成講座を開催します。 
 

 

                                         
※
 エンディングノート： 

終活などの目的で人生の終末期における考えやこれからの希望を書き記すものです。 
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基本目標４ 安全安心な地域と福祉のまちづくりの推進 

 

４-１ 安全安心な地域づくりの推進（重点施策） 

１．基本方針 
  

安全安心な暮らしには、基盤となる住居や外出機会の確保等も重要となることから、住

環境支援や外出支援等の取組を推進するとともに、住まいの確保と生活支援の一体的な

提供について、検討を進める必要があります。 

また、近年、各地で多発している自然災害に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大や

高齢者を狙った犯罪の増加、交通事故に巻き込まれるケースなどの危険に対し、高齢者

の安全を確保できるように、地域住民をはじめとする関係機関との協働による安全安心な

まちづくりを推進します。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

4-1-1：高齢者を見守る地域づくり 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 高齢者等と接する機会の多い民間事業者と連携し、異変等の発見や報告による

状況共有など、地域全体で高齢者等を見守る取組をしているむつ市高齢者等見守

りネットワーク事業を実施しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 配食サービスなどの生活支援事業のほか、むつ市高齢者等見守りネットワーク事

業に参加する事業者を増やすことで、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを推進

します。 
 

4-1-2：緊急通報体制等整備事業 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 自宅で緊急事態が発生した場合に、簡単な操作で援助者に緊急通報ができる機

器を設置し、日常生活の安全安心を確保しています。 

○ 緊急時に迅速かつ適切な対応を行うことで、一人暮らし高齢者の精神的な不安

の解消を図っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 必要性の高い事業であることから、事業を継続することで、一人暮らし等の高齢者

の精神的不安解消に努めます。 
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4-1-3：交通安全・防犯・消費者被害対策の充実 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 交通安全・防犯・消費者被害等、日常的な危険から高齢者の安全を確保できるよ

う、関係機関と連携を図りながら、安全安心な地域づくりを推進しています。 

○ 年金支給日に市内の金融機関やＡＴＭにおいて、むつ市防犯指導隊とむつ市消

費生活センターが連携し、特殊詐欺被害防止活動を実施しています。 

○ むつ市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最近の詐欺・悪徳商法の手

口や対処方法、トラブルにあった際に役立つクーリングオフ制度などについて説明

する出前講座を行っています。 

○ 一人暮らしの高齢者宅へ民生委員・児童委員による訪問活動を実施しています。 

○ 警察や市内の関係機関、見守り協力事業者との連携体制を構築し、行方不明高

齢者等の発見等の支援や見守る活動等を行っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 関係機関との連携を図りながら、訪問販売、振り込め詐欺などの特に高齢者が巻き

込まれやすい犯罪に対する取組を強化し、安全安心な地域づくりを推進します。 

○ 関係機関との連携を図りながら、高齢者の安全運転に関する啓発活動を推進します。 
 
 
 

4-1-4：避難行動要支援者対策 【 継続実施 】  

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 災害時の避難等に特に支援を要する方の避難支援や安否確認のため、避難行動

要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、避難支援関係者へ情報提供すること

で、災害時の支援体制の構築に取り組んでいます。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 避難支援関係者との連携のもと、災害発生時の避難行動要支援者に関する安否

確認ができるよう、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の整備に努めるとと

もに、対象者となる要支援者の情報を共有し、引き続き災害時に支援する体制づく

りを推進します。 
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４-２ 人にやさしい福祉のまちづくりの推進 

１．基本方針 
  

高齢者の身体機能が低下した後においても自立して、自身が望む暮らしを実現できる

よう、住環境の整備支援に取り組むとともに、高齢者を含めた市民の方にやさしいまちづ

くりを推進します。 

また、高齢になってからも生きがいづくりや地域活動への参加機会を確保するため、外

出支援や移動手段の確保に向けた取組も推進します。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

4-2-1：住環境の支援 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 自立生活が可能な住まいの確保を図り、高齢者が自ら望む暮らし方を実現できる

よう、福祉用具や住宅改修費の支給など、在宅生活の環境整備支援を実施してい

ます。 
［ 今後の取組 ］ 

○ 施設整備については、地域のニーズ、高齢者数・高齢化率、サービスの利用状況

等、多方面において慎重に検討を行います。 

○ 自宅のバリアフリー化への支援として、住宅改修支援等の利用を積極的に推進し

ます。 
 
 
 

（ 実施事業 ） 

4-2-2：外出支援サービス事業 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 社会参加の促進と生活の向上を目指し、おおむね65歳以上で通常の交通機関を

利用することが困難な高齢者等に対し、移送車両を使用して利用者の自宅と医療

機関等との間の送迎を実施しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 事業の継続により、通常の交通機関を利用することが困難な高齢者等の移動手

段を確保し、住み慣れた地域社会で引き続き生活していくことを支援します。 
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4-2-3：高齢者無料乗車証（AGEHA）事業 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 高齢者の積極的な社会参加による健康増進及び福祉の向上並びに公共交通機

関の利用促進を図ることを目的に、75歳以上の市民を対象に市内公共交通機関

を無料で利用できる制度を実施しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 事業の継続により、引き続き高齢者の積極的な社会参加を支援します。 
 
 
 

4-2-4：訪問理美容サービス事業 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 下肢が不自由で理美容院へ出向くことが困難な高齢者に対し、理美容師が自宅

を訪問して有償で散髪等を行う際の出張費を負担することで、利用者の日常生活

の便宜を図っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 事業の継続により、理美容院へ出向くことが困難な高齢者等の日常生活の便宜

を図り、当該高齢者等の保健衛生の向上に努めます。 
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基本目標５ 健康で生きがいのある生活の実現 

 

５-１ 積極的な社会参加・生きがいづくりの推進（重点施策） 

１．基本方針 
  

長年の豊かな経験を持つ高齢者が、就業やボランティア、健康づくりなど、様々な場面

を通じて能力を発揮する機会を設けることで、高齢者自身の社会参加のきっかけや生きが

いづくりに結びつけるとともに、地域活動の推進につなげます。 
 
 

２．施策での取組 

（ 実施事業 ） 

5-1-1：高齢者の集いの場づくり 【 新規実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 高齢者の身近な場所である老人憩の家福寿荘、禄寿荘について、設備の補修や

新設等を行い、各施設を「高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して生活できる

『集いの場』」として整備します。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 各施設に新たな交流ツールともなる※eスポーツ機器を設置し、高齢者がeスポー

ツを楽しめる環境を整備することで、あたまの健康増進（認知症予防）をサポートし、

新たな生きがいとなる集いの場を提供します。 

○ 各施設のゲートボール場及びシルバーアリーナむつを補修し、より高齢者向けス

ポーツに親しみやすい環境を整えることで、からだの健康増進をサポートし、健や

かに暮らせる集いの場を提供します。 

○ 猛暑対策として、各施設に空調設備を設置し、利用者の熱中症予防を図るととも

に、施設内に涼みどころ（クーリングシェルター）を開設し、安心して生活できる集い

の場を提供します。 
 

                                         
※
 eスポーツ： 

「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を

指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称

です。 
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5-1-2：老人クラブの育成と加入促進 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ むつ市老人クラブに対して補助金を交付し、社会奉仕活動や高齢者の生きがいの

ある生活の推進を図っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 老人クラブの活動の周知や新規加入の促進を図り、高齢者の生きがいのある生

活の推進に努めます。 

○ 多様な高齢者の関心や価値観の多様化に対応した活動を支援するため、高齢者

の健康づくりや介護予防への取組も含め、活動内容の多様化・充実を図り、活動支

援を継続します。 
 
 
 

5-1-3：敬老事業（長寿祝品） 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に感謝し、百歳到達者へ長寿祝品を贈

呈しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 継続して事業を実施しつつ、今後の高齢化の進行や社会環境の変化なども勘案

し、事業のあり方について検討を行います。 
 
 
 

5-1-4：多様な交流機会の提供 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 高齢者が地域で孤立することや閉じこもりを防止するために、住民が地域で主体

的に行う地域サロンなどの事業や老人クラブ活動への支援を通じて交流の機会の

提供に努めています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 介護予防や社会参加につながる住民が主体的に行う介護予防活動の支援を継

続します。 
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5-1-5：高齢者の就労機会の充実 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ シルバー人材センターの運営費の一部を補助することにより、高齢者の就労機会

の確保に対する支援を実施しています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 事業の継続により、高齢者の就労機会の確保に努めるとともに、関係課と連携をと

りながら、高齢者の多様な就労への支援策を検討します。 
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５-２ 生涯にわたる健康づくりの推進と健康寿命の延伸 

１．基本方針 
  

高齢者がいつまでも地域で暮らし続けるためには、健康づくりは重要であり、健康に対

する意識啓発や健康づくりに資する活動機会の確保により、高齢者自身が主体的に取り

組むことができるよう支援を推進する必要があります。 

併せて、平成30年度に中間見直しを行った「むつ市健康増進計画」にある施策・事業

との整合を図るなど、高齢者を含む市民の健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を目指

します。 
 
 

２．施策での取組 
 

（ 実施事業 ） 

5-2-1：健康寿命の延伸に向けた健康意識の啓発 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 高齢者をはじめ広く市民の健康づくりへの意識を高め、市民が主体的に健康づく

りに取り組めるよう、広報の活用や生涯学習事業との連携などにより、運動、栄養、

口腔ケア等の健康づくりに関する情報提供に努めています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ こころの健康づくりを含めた健康づくりへの意識を高め、関係機関と連携し地域が

一体となった健康づくりに取り組みます。 
 
 

5-2-2：介護予防を目的とした健康づくりの推進 【 継続実施 】 

［ 事業の実施概要 ］ 

○ 令和4年度より高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を行い、介護予

防活動の場に専門職が出向き、フレイル予防の啓発を行っています。 
 

［ 今後の取組 ］ 

○ 継続して高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を推進します。 
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第５章 介護保険事業の運営 

 

第１節 介護給付及び介護予防給付に係る費用の見込み 

 

１ 介護給付及び介護予防給付に係る費用の見込み 

（１）介護給付に係る給付費 
 

図表 5-1 介護給付の見込み 
    （単位：千円） 

 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

◎居宅サービス 2,628,941  2,670,699  2,733,828  

 

訪問介護 1,045,899  1,063,916  1,088,529  

訪問入浴介護 103,982  104,884  108,010  

訪問看護 101,404  103,164  106,540  

訪問リハビリテーション 17,542  17,564  18,277  

居宅療養管理指導 10,141  10,380  10,567  

通所介護 489,741  496,808  507,723  

通所リハビリテーション 215,742  220,455  224,464  

短期入所生活介護 397,769  404,406  414,559  

短期入所療養介護（老健） 9,603  9,615  9,615  

短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  

短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  0  

福祉用具貸与 168,158  170,481  174,638  

特定福祉用具販売 5,514  5,514  5,514  

住宅改修 11,533  11,533  11,533  

特定施設入居者生活介護 51,913  51,979  53,859  

◎地域密着型サービス 778,526  782,152  791,070  

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3,501  3,506  3,506  

夜間対応型訪問介護 0  0  0  

地域密着型通所介護 53,154  54,084  54,598  

認知症対応型通所介護 43,245  43,300  45,579  

小規模多機能型居宅介護 62,884  64,741  64,741  

認知症対応型共同生活介護 315,319  315,718  321,843  

地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 300,423  300,803  300,803  

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

※ 表中の数値は千円単位で四捨五入しているため、表の各金額の合計値は一致しないことがあり
ます。 

資料：厚生労働省 見える化システム 
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    （単位：千円） 

 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

◎介護保険施設サービス 1,854,013  1,856,359  1,856,359  

 

介護老人福祉施設 1,218,624  1,220,166  1,220,166  

介護老人保健施設 635,389  636,193  636,193  

介護医療院 0  0  0  

◎居宅介護支援 365,786  371,195  379,756  

介護給付費計（小計）→（Ⅰ） 5,627,266  5,680,405  5,761,013  

※ 表中の数値は千円単位で四捨五入しているため、表の各金額の合計値は一致しないことがあり
ます。 

資料：厚生労働省 見える化システム 
 
 

（２）介護予防給付に係る給付費 
 

図表 5-2 介護予防給付の見込み 
    （単位：千円） 

 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

◎介護予防サービス 76,089  77,112  78,144  

 

介護予防訪問入浴介護 406  407  407  

介護予防訪問看護 2,797  2,800  2,800  

介護予防訪問リハビリテーション 1,295  1,296  1,296  

介護予防居宅療養管理指導 122  122  122  

介護予防通所リハビリテーション 53,168  54,043  54,851  

介護予防短期入所生活介護 843  844  844  

介護予防短期入所療養介護（老健） 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 13,070  13,212  13,436  

特定介護予防福祉用具購入費 724  724  724  

介護予防住宅改修 3,664  3,664  3,664  

介護予防特定施設入居者生活介護 0  0  0  

◎地域密着型介護予防サービス 6,920  6,929  6,929  

 

介護予防認知症対応型通所介護 0  0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護 3,990  3,995  3,995  

介護予防認知症対応型共同生活介護 2,930  2,934  2,934  

◎介護予防支援 14,336  14,463  14,738  

介護予防給付費計（小計）→（Ⅱ） 97,345  98,504  99,811  
      

総給付費（合計：（Ⅰ）+（Ⅱ）） 5,724,611  5,778,909  5,860,824  

※ 表中の数値は千円単位で四捨五入しているため、表の各金額の合計値は一致しないことがあり
ます。 

資料：厚生労働省 見える化システム 



 
第５章 介護保険事業の運営   

 
67     

 
 

第２節 保険料について 

 

１ 事業量及び給付費の推計について 

第1号被保険者（65歳以上の人）の保険料については、おおむね次のような流れで算出

されます。 
 

図表 5-3 保険料算出の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※居住系サービスとは、居宅サービスのうち「特定施設入居者生活介護」、地域密着型サー

ビスのうち「認知症対応型共同生活介護」等のサービスです。 

※「施設」「居宅」とも、介護サービス、介護予防サービス、地域密着型サービスを含みます。 
 

居宅 

人口推移から将来人口を推計 

要介護度別・性別・年齢区分別に 

要介護等認定率の伸びを勘案して「認定者数」を推計 

各年度の整備予定等を勘案して「施設・居住系サービス利用者数」を推計 

各年度の認定者数から施設・居
住系サービス利用者数を除いた
在宅サービス対象者数と要介護
度別・居宅サービス別の利用率
等を勘案して「居宅サービス別
の利用者数」を推計 

施設 

介護保険料 

介護報酬改定率等を勘案 

給付費総額の推計 

サービス別給付費の算出＝利用者数×1 人 1 回あたり給付額（実績） 
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保険料算定の基礎となる介護保険事業費は、大きく標準給付費と地域支援事業費に分

けられます。 

標準給付費は、要介護認定者に対する介護給付費と要支援認定者に対する予防給付

費を合わせた総給付費、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給

付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料を合算したもの

です。 
 

図表 5-4 介護保険事業費の見込み 

    （単位：円） 

区  分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 合 計 

 

総給付費（一定以上所得者負担の調整後） 5,724,611,000 5,778,909,000 5,860,824,000 17,364,344,000 

特定入所者介護サービス費等給付額 283,473,535 286,996,837 292,045,087 862,515,459 

高額介護サービス費等給付額 172,211,594 174,374,609 177,441,845 524,028,048 

高額医療合算介護サービス費等給付額 17,655,564 17,852,414 18,166,436 53,674,414 

算定対象審査支払手数料 6,160,140 6,228,810 6,338,340 18,727,290 

 標準給付費計 6,204,111,833 6,264,361,670 6,354,815,708 18,823,289,211 

 地域支援事業に係る費用 250,922,500 244,191,953 243,619,365 738,733,818 

 介護保険事業費 （計） 6,455,034,333 6,508,553,623 6,598,435,073 19,562,023,029 

 
 
 

２ 保険料の負担割合 

標準給付費は、国、県、市による公費と、第1号被保険者及び第2号被保険者の保険

料により、50％ずつ負担する仕組みとなっています。 

被保険者の負担分のうち、第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合は、高齢化

の進行などにより人口の構成比が変化することから、計画期間（3年）ごとに見直しされ、

第9期計画においては、残りの半分のうち、※23％を65歳以上の方に負担いただき、

27％は40～64歳までの方々の保険料を充てています。 
 

※23％：第8期（令和3年度～令和5年度）は23％（横ばい） 
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３ 第 1 号被保険者保険料の推計 

高齢者の増加に伴い、介護保険の利用者も増加の傾向にある中で、本計画期間において

も事業ごとに必要量、給付費の増加が見込まれます。 

各事業の給付費の見込み等に基づき、厚生労働省より示されたワークシートに準じて算定

された本市における保険料基準額（月額）は、第8期（7,000円/月）に対し、下記のような金

額になります。 
 

図表 5-5 保険料の見込み 

 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 合計 

第 1 号被保険者数 18,495 18,431 18,357 55,283 

 前期(65～74 歳) 8,823 8,554 8,294 25,671 

 後期(75 歳～) 9,672 9,877 10,063 29,612 

 所得段階別加入割合補正後被保険者数 16,818 16,760 16,693 50,271 

総給付費 5,724,611,000 5,778,909,000 5,860,824,000 17,364,344,000 

特定入所者介護サービス費等給付額 283,473,535 286,996,837 292,045,087 862,515,459 

高額介護サービス費等給付額 172,211,594 174,374,609 177,441,845 524,028,048 

高額医療合算介護サービス費等給付額 17,655,564 17,852,414 18,166,436 53,674,414 

算定対象審査支払手数料 6,160,140 6,228,810 6,338,340 18,727,290 

標準給付費見込額（A） 6,204,111,833 6,264,361,670 6,354,815,708 18,823,289,211 

地域支援事業費（B） 250,922,500 244,191,953 243,619,365 738,733,818 

第 1 号被保険者負担分相当額（C） 1,484,657,897 1,496,967,333 1,517,640,067 4,499,265,297 

調整交付金相当額（D） 316,735,209 319,431,993 323,950,138 960,117,341 

調整交付金見込交付割合（E） 5.81% 5.70% 5.64% 

  後期高齢者加入割合補正係数
（F） 

1.0605 1.0659 1.0685 

 所得段階別加入割合補正係数
（G） 

0.9097 0.9097 0.9097 

調整交付金見込額（H） 371,727,000 367,794,000 369,070,000 1,108,591,000 

財政安定化基金拠出金見込額（I）  0 

 財政安定化基金拠出率（J） 0.0000%  

財政安定化基金償還金  0 

準備基金取崩額  203,800,000 

審査支払手数料 1 件あたり単価 90 90 90 
 

審査支払手数料支払件数 68,446 69,209 70,426 

保険料収納必要額（K）  4,146,991,638 

予定保険料収納率（L） 98.20%  

   

保険料(基準額)：K÷L÷50,271人÷12か月 7,000円（推計値） 
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（１）65 歳以上で賄う介護保険料収納必要額 

令和6年度から令和8年度までの介護保険事業費見込額から65歳以上で賄う保険

料収納必要額を算出すると、次のようになります。 
 

図表 5-6 65 歳以上で賄う介護保険料収納必要額 

令和6年度から令和8年度までの介護保険事業費見込額 

19,562,023,029 円 (A)+(B) 

× 

第1号被保険者で賄う保険料の標準割合 23.0％ 

＝  

第1号被保険者保険料負担分相当額 

4,499,265,297 円 (C) 

＋ 

調整交付金相当額 

960,117,341 円 (D) 

－ 

調整交付金見込額 

1,108,591,000 円 (H) 

＋ 

財政安定化基金拠出金見込額 

0 円 (I) 

＋ 

財政安定化基金償還金 

0 円 

－ 

準備基金取崩額 

203,800,000 円 

＝  

令和6年度から令和8年度までの保険料収納必要額 

4,146,991,638 円 (K) 
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（２）保険料率の算定 

令和6年度から令和8年度までの保険料収納必要額から第1号被保険者の保険料

率を算出すると、次のようになります。 
 

図表 5-7 保険料率の算定 

令和6年度から令和8年度までの保険料収納必要額 

4,146,991,638 円 (K) 

÷ 

予定保険料収納率 

（令和6年度から令和8年度までの平均予定収納率） 

98.20％ (L) 

÷ 

補正第1号被保険者数  50,271人 
 

※補正第1号被保険者数とは65歳以上を所得に応じて1段階から13段階に分けて各段階の 

割合に被保険者数を乗じて算出します。 

例えば、1段階の割合が0.5の場合、被保険者数も0.5人換算し、13段階の割合が2.4の

場合、被保険者数も2.4人換算します。 

＝  

年額 84,004円（基準額） 

※ 84,004円÷12か月＝7,000円（1か月あたり保険料） 

介護保険料（基準額）月額≒7,000円（10円単位四捨五入） 
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４ 所得段階における負担割合 

第9期介護保険計画の第1号被保険者の所得段階別保険料及び構成比は、次のとお

りです。 
 

図表 5-8 計画期間の所得段階における負担割合 

段階 各段階の所得区分 計算方法 

第 1 段階 

本
人
が
非
課
税 

世
帯
非
課
税 

生活保護、老齢福祉年金受給、本人の前年の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が80万円以下 
基準額×※0.285 

第 2 段階 
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万

円超120万円以下 
基準額×※0.485 

第 3 段階 
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120

万円を超える 
基準額×※0.685 

第 4 段階 世
帯
課
税 

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万

円以下 
基準額×0.900 

第 5 段階 
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万

円を超える 
基準額×1.000 

第 6 段階 

本
人
が
課
税 

本人の前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.200 

第 7 段階 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.300 

第 8 段階 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.500 

第 9 段階 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.700 

第 10 段階 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.900 

第 11 段階 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.100 

第 12 段階 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.300 

第 13 段階 本人の前年の合計所得金額が720万円以上 基準額×2.400 

※公費軽減後の最終乗率 
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第６章 計画の推進 

 

第１節 計画の推進体制 

 

１ 庁内推進体制の充実 

本計画に掲げられている施策は、福祉分野をはじめ、高齢者の生活環境を支えるさまざ

まな分野が関連していることから、福祉担当部局を中心に連携し、現状や課題、施策の方

向性等を共有しながら、施策を推進します。 
 

２ 市民協働の推進 

計画の推進にあたっては、行政のみでは限界があり、高齢者を支えるきめ細かなサービ

ス展開を図るためには、元気な高齢者も含めた市民がサービスの担い手となって支えてい

く体制が必要です。 

そのため、市民をはじめとする多様な主体の参画を促し、地域共生社会の実現に向けて

協働による施策の展開を推進します。 
 

３ 介護保険事業の周知と計画の公表 

社会全体で支える仕組みとして、介護保険制度の趣旨やサービス内容等についての正し

い理解のもと、保険料の納付やサービス利用が行われるよう、チラシ、ガイドブック等、さまざ

まな媒体や機会を通じて、若い世代から高齢者まで幅広く周知します。 

また、本計画の内容についてはホームページで公表するなど、計画の趣旨や制度の改正

等について普及啓発に努めます。 
 

４ 進捗状況の点検・評価 

本計画の実施にあたっては、計画に掲げる施策や取組が高齢者のニーズに応じて的確

に実行されているかなど、定期的に進捗状況を点検し、その結果に基づいて対策を検討す

るPDCAサイクルを構築し、効果的かつ効率的に推進します。 
 

図表1 PDCAサイクルによる進捗状況の点検・評価 
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第２節 介護保険の安定的な制度運営 

 

団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22年に向けて、市民、関係団体及び事業者等

と連携しながら、次のような方策のもと、介護保険の安定的な運営を推進します。 
 

１ 保険者の役割 

（１）サービスの質の向上 

要介護度に応じたケアプランの作成とサービス提供が行われるよう、事業者に対する働

きかけや改善効果の高いケアプラン、サービス内容等について、市及び地域包括支援セン

ターを通じて情報提供を行い、サービスの質的な向上を促進します。 
 

（２）公平・中立な要介護認定の推進 

公平かつ迅速な要介護認定を推進できるよう、適正な認定調査の実施や介護認定審

査会における審査判定の充実に取り組みます。 

なお、施設入所にあたっては、特別養護老人ホームの中重度者への重点化を図ります。 
 

（３）介護保険サービス事業所との連携 

介護保険制度が利用者本位の制度として円滑に機能するため、また、高齢者が住み慣

れた地域で自立した生活を継続することができるよう支援するために、事業者等と連携し、

高齢者や介護者などの支援ニーズに合ったサービスが円滑に提供できる環境づくり、基

盤整備を推進します。 
 

（４）介護保険料収納の向上・確保 

介護保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源の一つであり、被保険者全

員がそれぞれの負担能力に応じて保険料を納めることが、公平性の確保や制度の安定的

運営に欠かすことができません。 

そのため、納付者の相談を受けながら生活状況に応じた納付について説明を行い、納

付の確保に努めるなど、介護保険料収納の向上・確保に取り組みます。 
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（５）介護給付の適正化 

介護給付等に要する費用が増大することが見込まれる中、介護給付を必要とする受給

者を適切に認定し、過不足のないサービスを事業者が適切に提供することを促すことで、

適切なサービスの確保と費用の効率化を図ります。 

そのため、国の指針に掲げる「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「縦覧点検・

医療情報との突合」、といった、主要３事業による給付実績を活用した点検等を行います。 
 

（６）介護人材の確保及び業務効率化の取組 

全国的に高齢化が進む中、今後も介護需要は引き続き高まることが想定されます。そのた

め、不足する介護人材の確保に向けて、県とも連携しながら人材の新規参入を促進します。 

また、業務改善や事業所から市に提出する書類等の簡素化、情報通信技術（ICT）を

活用した業務の効率化等により介護現場の負担軽減を図るとともに、ハラスメント対策を

含めた働きやすい環境づくりに向けた取組を総合的に推進し、人材確保に取り組みます。 
 
 
 

２ 利用者への配慮 

（１）介護サービス利用者への的確な相談・情報提供の推進 

必要とする介護サービスを適切に利用できるよう、地域包括支援センターなどを通じて

利用者への的確な情報提供に努めるとともに、各種の利用者負担軽減制度の周知を図

るなどの利便性向上に配慮します。 
 

（２）保険料等の負担軽減への配慮 

第1号被保険者の保険料の段階については、所得に応じて13段階とし、低所得の方の

保険料上昇の抑制を図ります。 

また、介護保険サービスを利用した際には、自己負担が高額になった場合、高額介護サ

ービス費の給付、低所得の方が特定の施設サービスを利用する際には、負担限度額証の

発行による自己負担額の軽減措置など、利用者への負担軽減を図ります。 
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（中表紙裏 白紙） 
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資 料 編 

 

１ 策定経過 

 

本計画における策定経過は次のとおりです。 
 

 
 

開 催 日  《  策 定 経 過 （ 実 施 内 容 ） 》 

     
令和5年 7月31日  第１回策定委員会 

・辞令交付 

・組織会（会長選任、職務代理者選任） 

・諮問 

・むつ市介護保険事業計画等の策定に関わる 

概要説明 

・むつ市介護保険事業計画等の基礎調査の報告 

令和5年11月2日  第２回策定委員会 

・現行計画の進捗状況及び次期計画策定にかかる 

課題・方向性について 

・むつ市第９期高齢者福祉計画・介護保険事業 

計画見込み量について 

・第１号被保険者保険料所得段階見直し案に 

ついて 

令和5年12月19日  第３回策定委員会 

・むつ市第９期高齢者福祉・介護保険事業計画

（素案）について 

・介護保険施設等の整備方針について 

令和6年 1月25日  第４回策定委員会 

・第9期介護保険料の設定について 

・むつ市第９期高齢者福祉・介護保険事業計画

（案）について 

令和6年 2月 2日  第9期むつ市高齢者福祉計画及び介護保険事業 

計画に係る検討結果について（答申） 
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２ むつ市介護保険事業計画等策定委員会条例 

 

むつ市介護保険事業計画等策定委員会条例 

 

平成14年３月18日 

条例第２号 

改正 平成17年３月11日条例第100号 

平成20年３月26日条例第16号 
 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第123号）第117条第１項に規定する介護保険事業計画及び

老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８第１項に規定する老人福祉計画（以下「介

護保険事業計画等」という。）の策定を円滑に行うため、むつ市介護保険事業計画等策定委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、介護保険事業計画等の策定のため、介護保険法第117条第２項及び老人福祉

法第20条の８第２項に掲げる事項を検討し、意見を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員21人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 保健関係者 

（２） 医療関係者 

（３） 福祉関係者 

（４） 学識経験を有する者 

（５） その他市長が適当であると認める者 

２ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その

職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

（むつ市介護保険事業計画等審議会条例の廃止） 

２ むつ市介護保険事業計画等審議会条例（平成11年むつ市条例第２号）は、廃止する。 

（むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成６年むつ市条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（川内町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置） 

４ 川内町及び脇野沢村の編入の日（以下「編入日」という。）前に、川内町介護保険運営協議

会規則（平成13年川内町規則第６号。以下「川内町規則」という。）又は脇野沢村介護保険

事業計画等作成検討委員会設置要綱（平成11年脇野沢村告示第３号。以下「脇野沢村告示」

という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に

よりなされたものとみなす。 

５ 編入日前に、川内町規則又は脇野沢村告示の規定により委嘱された委員の任期は、第４条第

２項の規定にかかわらず、平成17年６月30日までとする。 

附 則（平成17年３月11日条例第100号） 

この条例は、平成17年３月14日から施行する。 

附 則（平成20年３月26日条例第16号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 
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３ 委員会名簿 

 

委 員 名 簿 一 覧 

《 委嘱期間：令和5年７月１日～令和8年6月３０日 》 
 

（順不同・敬称略） 

分 野 
委 員 

備 考 
構 成 団 体 等 氏 名 

医 療 関 係 

むつ下北医師会 三 上 史 雄 会 長 

むつ下北歯科医師会 髙 瀨 厚太郎 職務代理者 

青森県薬剤師会むつ下北支部 德 山 茂  

保 健 関 係 

青森県理学療法士会 菊 池 修 一  

青森県看護協会下北支部 白 濱 里 美  

福 祉 関 係 

むつ下北地区老人福祉協会 石 田 忠 臣  

むつ市民生委員児童委員協議会 福 嶋 雄次郎  

下北介護支援専門員連絡協議会 野 里 哲 也  

第 1 号被保険者 

むつ市民生委員児童委員協議会 

菊 池 三千郎  

山 崎 幸 悦  

船 木 敏 夫  

片 川 春 樹  

むつ市老人クラブ連合会 

折 舘 博  

稲 荷 安 信  

戸 田 美 代  

柴 田 峯 生  

有 識 者 むつ市介護認定調査員 

加 藤 百合子  

吉 田 温 美  

岩 崎 若 男  
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４ 答申 
 
 

令和６年２月２日 

 

むつ市長 山 本 知 也   様 

 

むつ市介護保険事業計画等策定委員会 

会長 三 上 史 雄 

 

むつ市第９期高齢者福祉計画介護保険事業計画（案）答申について 

 

令和５年７月３１日付けむ高齢第２０８号により本委員会に諮問されたむつ

市第９期高齢者福祉計画介護保険事業計画（案）について慎重に審議し、別紙

のとおり作成しましたのでここに答申します。 

本計画の実施に当たっては、「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられる、ふれあいと支え合いの地域づくり」の基本理念のもと、適切かつ効

果的な推進に努められるよう要望します。 
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